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はじめに 

 

食は、我々が日々の生活を送るうえで基本となるものであり、健康で豊かな生活を送る

ためには食の安全・安心が確保されなければなりません。 

近年、製造技術の高度化や輸入食品の増加等により、我々の食生活を取り巻く環境は  

大きく変化しており、また、食に関するさまざまな問題が繰り返し発生していることから、

食の安全・安心の確保に対する県民の皆さんの関心は高まっています。 

 

三重県では、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的に推進し、県民の健康の保護、

食品関連事業者と県民との間の信頼関係の構築、安全でかつその安全性を信頼できる食品

の供給および消費の拡大に寄与することを目的として、平成 20 年６月に「三重県食の  

安全・安心の確保に関する条例」を制定しました。 

条例施行に伴い、条例第 10条の規定に基づき「三重県食の安全・安心確保基本方針」を

定め、施策の方向性を体系づけるとともに、施策の実施計画である「三重県食の安全・   

安心確保行動計画」を毎年度策定し、総合的な取組を進めてきました。 

平成 25 年９月には、三重県内において、食の安全・安心に関わる不適正な事案が発覚  

したため、平成 26年３月に「三重県食の安全・安心の確保に関する条例」および「三重県   

食の安全・安心確保基本方針」を改正し、施策の充実・強化を図りました。 

 

この年次報告書は、「三重県食の安全・安心の確保に関する条例」第８条の規定に基づ

き、三重県が実施した平成 30年度の食の安全・安心確保施策についてとりまとめ、県議会

へ報告するとともに、広く県民の皆さんに公表するために作成しました。 

 

本報告によって、県民の皆さんをはじめ各種団体や事業者の皆さん、市町等が、三重県

における食の安全・安心に関する現状や県の施策に関する理解と関心を深めていただき、

県とともに食の安全・安心の確保のための取組を積極的に推進されることを期待します。 

 

 

【三重県食の安全・安心の確保に関する条例第８条】（年次報告） 

知事は、毎年、議会に、食の安全・安心の確保に関して実施した施策に関する報告を

提出するとともに、これを公表しなければならない。 
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１ 平成 30年度における食の安全・安心に関する情勢 

 (１) 平成 30年度全国高等学校総合体育大会 

平成30年７月26日から８月20日にかけて、「平成30年度全国高等学校総合体育大会（イ

ンターハイ）」が県内を中心に開催されました。県内会場で行われた総合開会式と14競技

15種目に対し、観客に選手や監督、コーチや競技関係者を含めると40万人を超える方々

が参加したとされています。 

県では、「平成 30年度全国高等学校総合体育大会食品及び生活衛生対策監視指導計画」

を策定し、食の安全・安心に係る監視指導を強化したところ、期間内に食中毒等の健康

被害の発生はありませんでした。 

 

 (２) 県産農林水産物の国際基準認証取得を進める取組 

県では、東京 2020オリンピック・パラリンピック（以下、「東京 2020大会」とする。）

の食材採用はもとより、大会開催後の国内取引や海外輸出の拡大を有利に進められるよ

う「グローバルＧＡＰ※」、「アジアＧＡＰ※」および「ＪＧＡＰ※」（以下、「国際水準ＧＡ

Ｐ」という。）ならびに水産エコラベル※の認証取得を積極的に推進し、産地の強化や県

産農林水産物の魅力向上につなげていくこととしています。 

この結果、平成 31年３月末時点で、国際水準ＧＡＰの認証が農産物 63件および家畜・

畜産物３農場で取得された他、水産エコラベルの認証が６件取得されました。 

このような認証取得の推進の他、ＧＡＰ等の認知度の向上に向けて、首都圏のレスト

ラン等と連携し、県産の認証取得農林水産物を使用したフェアの開催などを通じて情報

発信に取り組みました。 

 

(３) 食品事故等 

 平成30年９月に県内において、毒キノコである「ニセクロハツ」を採取・喫食したこ

とが原因の食中毒が発生し、１名が亡くなりました。また、食中毒被害の発生はなかっ

たものの、有毒の可能性がある魚（ソウシハギ）が県内で流通する事例がありました。

これらのことから、県では県内の直売施設や流通事業者等に対して、再発防止のための

注意喚起を行いました。なお、平成30年度に県内では、計８件（うち四日市市１件）の

食中毒が発生しており、患者数は89人（うち四日市市20人）となりました。一方、全国

では食中毒の発生件数が約1,200件、患者数は15,000人余りで、昨年度からほぼ横ばいと

なっています。 

 また、「三重県食の安全・安心の確保に関する条例」（以下、「条例」という。）に基づ

く自主回収の報告は10件あり、昨年度から２件減少しました。回収の原因としては、「消

費期限・賞味期限の表示基準に違反するもの」が10件中８件と大半を占めています。 

 平成30年９月には、岐阜県で国内26年ぶりとなる豚コレラ※が発生し、その後、５府県

まで発生が広がりました。このため、本県でも生産者等に対して、国の飼養衛生管理基

準に基づく飼養管理の遵守徹底を指導するとともに、県民に対して正しい知識の啓発を

行いました。 
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３ 食の安全・安心確保推進体制 

(１)三重県食の安全・安心確保推進会議 

条例第 11 条に基づき、食の安全・安心確保に関する施策を総合的に推進するため、  

三重県食の安全・安心確保推進会議（以下「推進会議」という。）を設置し、庁内での   

施策調整を行っています。また、推進会議の下に幹事会を置き、関係各課長による協議

調整を行っています。 

 

 ○構成員 

委 員 長：危機管理統括監※ 

副委員長：医療保健部長、農林水産部長 

委  員：防災対策部長、戦略企画部長、総務部長、環境生活部長、雇用経済部長、

教育長  

 

・食の安全・安心に関する危機が発生した場合は、三重県危機管理計画に基づき、   

食の安全・安心危機対策本部会議等を設置して対応する体制としています。 

・食の安全・安心に関して専門的に検討する必要があると認める場合には、専門部会

を置くことができます。 

 

○推進会議開催実績 

７月 20日 

 

第１回推進会議 

(１) 食の安全・安心の確保に関して実施した施策に関する年次報告書 

（平成 29年度版）（案）について 

３月 19日 

 

第２回推進会議 

(１) 食の安全・安心の確保に関して実施した施策に関する年次報告書 

(平成 30年度版)暫定版について 

(２) 平成 31年度三重県食の安全・安心確保行動計画（案）について 

 

○幹事会開催実績 

３月６日 

 

第１回幹事会 

(１) 食の安全・安心の確保に関して実施した施策に関する年次報告書 

(平成 30年度版)暫定版について 

(２) 平成 31年度三重県食の安全・安心確保行動計画（案）について 
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(２)三重県食の安全・安心確保のための検討会議 

条例第 28条に基づき、食の安全・安心の確保に関する施策を調査審議するため、知事

の附属機関として、三重県食の安全・安心確保のための検討会議（以下「検討会議」と

いう。）を設置しています。  

 

○委員名簿（10名）            （敬称略・平成 31年３月 31日現在） 

分  野 氏  名 所 属 ・ 役 職 

消費者 

梶田 淑子 三重県地域婦人団体連絡協議会（会長） 

竹内 和美 三重県生活協同組合連合会（食と健康の委員会委員） 

中村 惠 三重県食生活改善推進連絡協議会（副会長） 

食品関連 

事業者 

青江 正 

三重県食品産業振興会（理事） 

（株式会社おやつカンパニー 

研究開発・品質保証本部 研究開発部 課長） 

植地 基方 三重県漁業協同組合連合会（指導部長） 

海住  康之 一般社団法人三重県食品衛生協会（専務理事） 

東元 崇史 三重県農業協同組合中央会（企画総務部長） 

山本 達哉 

日本チェーンストア協会中部支部 

（マックスバリュ中部株式会社ストアオペレーション

部お客様対応担当マネージャー） 

学識経験者 
磯部 由香 国立大学法人三重大学教育学部（教授） ◎会長 

中野 芳恵 公益社団法人三重県栄養士会（副会長） 

 

○開催実績 

８月９日 第１回検討会議 

(１) 食の安全・安心の確保に関して実施した施策に関する年次報告 

（平成 29年度版）（案）について 

(２) 平成 30年度食の安全・安心確保に関する事業（平成 30年度三重

県食の安全・安心確保行動計画）について（報告） 
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４ 平成 30年度に実施した施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）基本的方向１の取組方向  

生産段階や加工・調理・販売段階での監視指導、検査を実施し、これらに関する情報の

公開・提供を迅速に行い、県民の意見を反映して監視指導体制と取組内容を充実します。 

また、食の安全・安心に関する科学的知見※の集積に努め、調査研究の推進とその成果の

普及啓発を行います。 

 

（２）平成 30年度の取組状況 

 

 

 

農薬、動物・水産用医薬品、飼料、肥料等の使用または生産・販売について、指導、立

入検査を実施します。 

 

 

【農薬・肥料に関する監視指導】 

○ 農薬・肥料の適正な流通と使用を確保するため、農薬販売者（100 件）、肥料生産・   

販売業者（100件）への立入検査等を行いました。その結果、違反事例はありませんでし

た。 

帳簿の不備等の指摘事項においては、次年度に再度立入検査等を行い、改善を確認  

する事としており、前年度分については改善されました。 

○  農薬使用者や農産物直売所責任者等を対象に、農薬適正使用啓発研修会を     

開催（552 回）し、農薬使用基準の変更情報を周知するとともに、農薬の適正使用や   

生産履歴の記帳※の励行を普及推進しました。 

 

 

 

 

 

【実施すべき施策】 ①生産資材に関する指導、検査 
②生産段階のガイドラインの作成・指導                      
③生産環境に関する調査 
④生産・加工・調理・販売段階の監視指導 
⑤食品等の試験・検査 
⑥調査研究の推進とその成果の普及啓発 

 

基本的方向１ 食品等の生産から加工・調理・販売に至るまでの監視指導  

体制の充実 
 

施策① 生産資材に関する指導、検査 

施策の実施状況 

施策の取組方向 
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【動物（水産）用医薬品、飼料等に関する監視指導】 

○ 動物（水産）用医薬品や飼料の適正な流通を確保するため、平成 28 年度から平成 30

年度の３年間で県内全ての動物（水産）用医薬品、飼料および飼料添加物の販売業者の

監視指導を実施する計画に基づき、立入検査等を実施しました(動物（水産）用医薬品の

販売業者 55件、飼料および飼料添加物の販売業者 35件)。その結果、違反事例はありま

せんでした。 

○ 動物用医薬品や飼料等の適正使用により安全な畜産物が生産されることを目的に、平

成 29 年度から令和２年度の４年間で県内全ての生産者の監視指導を実施する計画に基

づき、立入検査と指導を実施しました（114件）。その結果、違反事例はありませんでし

た。 

○ 養殖業者が水産用医薬品および水産用ワクチンを適正かつ効果的に使用できるように、

養殖業者に対して薬品の使用状況調査や巡回指導（13回）を行いました。 

 

 

【農薬・肥料に関する監視指導】 

○ 農薬・肥料の適正な流通については、販売店での帳簿の記帳漏れ等の不備が見受けら

れるので、継続した指導、啓発が必要です。 

○ 農薬・肥料の適正な使用については、生産者への適正利用の知識の習得と理解を深め

るための継続した指導、啓発が必要です。 

 

【動物（水産）用医薬品、飼料等に関する監視指導】 

○ 安全・安心な畜水産物を消費者に提供するため、動物（水産）用医薬品、飼料および

飼料添加物の販売業者および生産者に対し、これらの適正な流通、使用および管理に関

する継続した監視指導が必要です。 

 

 

【農薬・肥料に関する監視指導】 

○ 引き続き、不備事項のあった店舗を中心に、立入検査を実施し、帳簿の整備等の徹底

を進めます。 

○ 引き続き、生産者が農薬・肥料の適正利用の知識と理解を深められるよう、研修会等

で普及、啓発を行います。 

 

【動物（水産）用医薬品、飼料等に関する監視指導】 

○ 引き続き、家畜や養殖魚に与える動物（水産）用医薬品、飼料および飼料添加物が適

正に流通、使用および管理されるよう、販売業者および生産者に対する監視指導を行い

ます。 

 

 

 

課 題 

 

今後の対応 
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（参考）三重県農畜水産物安全確保監視指導計画における目標と実績 

農薬販売者への立入

検査 

対象数 平成 30年度目標 平成 30年度実績 違反件数 

1,012件 

(H30.３末) 
100件 100件 ０件 

 

 

肥料の生産業者・販売

業者への立入検査 

対象数 平成 30年度目標 平成 30年度実績 違反件数 

684件 

(H30.３末) 
100件 100件 ０件 

 

 

動物用医薬品販売業

者への立入検査 

対象数 平成 30年度目標 平成 30年度実績 違反件数 

150件 

(H30.３末) 
55件 55件 ０件 

 

 

飼料・飼料添加物販売

業者への立入検査 

対象数 平成 30年度目標 平成 30年度実績 違反件数 

103件 

(H30.３末) 
35件 35件 ０件 

 

 

生産者への動物用 

医薬品使用に対する

監視指導 

対象数 平成 30年度目標 平成 30年度実績 違反件数 

434件 

(H30.３末) 
110件 114件 ０件 

 

 

生産者への飼料使用

に対する監視指導 

対象数 平成 30年度目標 平成 30年度実績 違反件数 

434件 

(H30.３末) 
110件 114件 ０件 
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病害虫防除の手引き※や施肥基準※等の各種ガイドラインを作成するとともに、生産 

履歴の記帳の普及および農薬、動物（水産）用医薬品、飼料、肥料等に関する情報提供

や指導を実施します。 

 

 

【農産物の生産に関する情報提供や指導】 

○ 病害虫の発生動向に即した適時、的確な防除を促進するため、病害虫発生予察情報※

（予察予報７回、注意報１回、特殊報１回）および技術情報（12 回）等を発表し、生産

者が適時、的確な防除対策を講じられるよう支援しました。 

○ 随時変更される農薬使用基準に的確に対応するため、これまで印刷物として配布して

きた「病害虫防除の手引き」に代え、インターネットで最新の情報提供が行える「農薬

情報システム」の導入に向け、検討を行いました。 

○ 農産物の品質や安定した収穫量の確保に向けて、生産者に対する「適正施肥の手引き
※」に基づいた適正施肥・土づくり等の現地指導を実施しました。 

○ 農薬使用者や農産物直売所責任者等を対象に、農薬適正使用啓発研修会を開催（552回）

し、農薬使用基準の変更情報を周知するとともに、農薬の適正使用や生産履歴の記帳の

励行を普及推進しました。 

 

【畜産物の生産に関する情報提供や指導】 

○ 口蹄疫※、高病原性鳥インフルエンザ※および豚コレラ等の家畜伝染病の発生やまん延

を防止するため、生産者に対して適正な飼養衛生管理について指導するとともに、家畜

の臨床検査や精密検査等を行いました。 

また、近隣国での口蹄疫、国内外での高病原性鳥インフルエンザおよび豚コレラの発

生状況等を生産者および関係者に周知しました。 

特に豚コレラについては、５府県 17事例の発生があり（３月末現在）、発生があるご

とに、県内養豚農場（59戸）および小規模飼育者（19戸）に対して、飼養衛生管理基準

の遵守徹底の指導と併せて、飼育豚に異状がないことの有無を確認しました。 

こうした取組により、県内では農場における高病原性鳥インフルエンザおよび豚コレ

ラの発生はありませんでした。 

〇 家畜保健衛生所において、高病原性鳥インフルエンザ等家畜伝染病の発生に備え、  

家畜伝染病診断に必要なリアルタイムＰＣＲ等の保守点検を実施した他、自動血球計数

装置等の更新を行うなど、設備等の整備を行いました。 

 

 

 

施策② 生産段階のガイドラインの作成・指導 

施策の実施状況 

施策の取組方向 
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【養殖水産物に関する情報提供や指導】 

〇 消費者に安全で安心な養殖水産物を安定的に供給するため、水産関係団体と連携し、

水産用医薬品の適正使用の指導や使用管理状況の把握、魚病のまん延防止対策の指導な

ど、魚類養殖を行うすべての生産者（200名）に対して次の通り実施し、生産者による自

主衛生管理の取組を支援しました。 

養殖技術講習会（５回） 

養殖生産工程管理手法※を参考とした養殖場の巡回指導（13回） 

魚病診断（234件） 

養魚速報の発行（８回）等 

 

 

【農産物の生産に関する情報提供や指導】 

○ 生産現場での的確な病害虫防除を推進するため、病害虫の発生動向や農薬使用基準の

変更に関する情報等を迅速に生産者へ提供する必要があります。 

○ 農産物の品質や安定した収穫量の確保に向けて、引き続き生産者に対する「適正施肥

の手引き」に基づいた適正施肥の指導が必要です。 

 

【畜産物の生産に関する情報提供や指導】 

○ 安全・安心な畜産物を消費者に安定して供給するため、生産者に対し、口蹄疫、高病

原性鳥インフルエンザおよび豚コレラ等の家畜伝染病の発生予防やまん延防止のための

継続した指導等が必要です。特に豚コレラの発生予防のためには、個々の農場ごとに、

野生動物に加えて野鳥や小動物等の侵入対策や、農場に出入りする畜産関係車両以外の

一般車両についても消毒を徹底するなど、よりきめ細やかに指導することが必要です。 

○ 家畜伝染病の発生等に備え、家畜保健衛生所における設備等の整備や検査の精度管理

が必要です。 

 

【養殖水産物に関する情報提供や指導】 

○  消費者に安全で安心な養殖水産物を安定的に供給するため、水産関係団体と連携して、

引き続き、養殖生産者に対して水産用医薬品の適切な使用方法や養殖技術等の衛生管理

に関する情報提供や指導を行うことにより、養殖生産者の衛生管理に対する意識向上を

図る必要があります。 

 

 

【農産物の生産に関する情報提供や指導】 

○ 病害虫発生予察情報を提供するとともに、新しい病害虫防除の手引きである「農薬情

報システム」の運営等を行います。 

○ 農薬使用者や農産物直売所責任者等に対して、農薬使用基準の変更情報の周知や農薬

の適正使用等を推進するため、研修会等を開催します。 

課 題 

 

今後の対応 
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○ 生産者に対して、「適正施肥の手引き」に基づいた適正な肥料使用を推進するため、

現地指導や研修会等での周知を図ります。 

 

【畜産物の生産に関する情報提供や指導】 

○ 引き続き、生産者に対して「飼養衛生管理基準」に基づく適正な飼養管理を指導する

とともに、県内で飼養される家畜の監視を臨床検査等により行います。 

また、特に豚コレラ対策では、飼養衛生管理基準の遵守を基本として、個々の農場ご

とにチェックリストを活用したきめ細やかな対策を指導していくとともに、野鳥や小動

物の侵入対策や農場に出入りする車両の消毒の徹底など、発生事例を踏まえた対策の研

修会等の開催と併せ、個々の農場の状況に合わせた適正な防疫指導を行います。さらに、

国等と協議をしながら、必要な対策を進めていきます。 

○ 家畜保健衛生所における設備等の整備や検査の精度管理を図り、危機管理体制を維持

します。 

【養殖水産物に関する情報提供や指導】 

○ 引き続き、安全で安心な養殖水産物を安定的に供給するため、水産関係団体と連携し

て、養殖魚の魚病診断、養殖生産工程管理手法を参考とした養殖業者に対する現地指導

等により、衛生管理体制の強化を図ります。 

 

 

(参考)平成 30年度飼養衛生管理基準※の遵守指導 

 牛 豚 鶏 馬 みつ蜂(注) 

計画数 35,000頭 101,000頭 7,577,000羽 120頭 2,400群 

実績数 37,344頭 115,002頭 7,881,960羽 107頭 2,643群 

（注）みつ蜂は伝染性疾病の発生予防とまん延防止のための監視指導 

 

 

（参考）みえ県民力ビジョン・第二次行動計画における目標値等 

高病原性鳥インフルエンザ等

家畜伝染病の感染拡大阻止率 

平成 30年度目標値 平成 30年度実績値 令和元年度目標値 

100％ 100％ 100％ 

◎施策 145食の安全・安心の確保 基本事業 14502農水産物の安全・安心の確保 
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有害物質等による土壌等の生産環境や生産物の汚染について、対応マニュアルや調査

計画を作成し、調査を実施します。 

 

 

○ 国における有害物質の対応方針の動向を注視し、情報収集を行いました。 

 

 

○ 「食品衛生法」等において、新たな残留基準や有害物質が設定された場合に備え、対

応策を図る必要があります。 

 

 

○ 国における有害物質の対応方針の動向を注視し、関係機関との情報共有に努め、迅速

に対応できるよう、体制を整備します。 

  

施策③ 生産環境に関する調査 

施策の取組方向 

施策の実施状況 

課 題 

 

今後の対応 
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国等と連携して、「食品衛生法」、「食品表示法」、「主要食糧の需給及び価格の安定に  

関する法律」（以下「食糧法※」という。）、「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情

報の伝達に関する法律」（以下、「米トレーサビリティ法※」という。）、「農産物検査法※」

および「不当景品類及び不当表示防止法」(以下「景品表示法※」という。)等による効果

的な監視指導を実施するとともに、食品表示制度の普及啓発を積極的に行います。 

 

 

【施設の衛生に関する監視指導】 

○ 「食品衛生法」、「三重県食品監視指導計画」に基づき、以下の対策を重点監視指導   

事項として監視指導を行いました。 

（Ａランク施設：2,166施設、Ｂランク施設：1,768施設、Ｃランク施設：11,678施設） 

・ 発症時には重症化の可能性がある腸管出血性大腸菌や、近年、増加傾向にあるカン

ピロバクターによる食中毒発生を防止するため、食肉等の取扱施設の重点的な監視 

指導を行いました。 

・ 観光地における食中毒発生の予防対策を重点項目として、食品関係営業施設の監視

指導を実施しました。 

・ ノロウイルスによる食中毒は冬期に多発することから、年末一斉監視時等に、飲食

店、集団給食施設および食品製造業等を重点的に監視指導し、ノロウイルスによる  

食中毒発生防止対策の強化を図りました。なお、平成 30 年度はノロウイルスによる 

食中毒は４件の発生がありました（食中毒発生状況の推移は３ページ参照。）。 

○ ７月から８月に開催された全国高等学校総合体育大会における食中毒の発生を防止す

るため、「平成 30 年度全国高等学校総合体育大会食品及び生活衛生対策監視指導計画」

を策定し、食中毒の発生防止を図った結果、食中毒等の健康被害の発生はありませんで

した。 

  ・ 大会開催までに、全ての県内の宿泊施設（202施設）および弁当調製施設（３施設）

に対し、食品の取扱いや施設の衛生管理の確認などの監視指導を実施しました。 

・ 大会開催中は、弁当引換所（23施設）に対し、保管や引渡しの状況を確認するなど

の監視指導を実施しました。 

・ 宿泊施設および弁当調整施設を対象とした説明会（県内４か所）の中で、食品およ

び生活衛生について講習を行いました。 

○ 特定施設※および総合衛生管理製造過程承認施設※に対し、ＨＡＣＣＰ※の考え方に 

基づいて監視指導を行いました。（対象施設 12施設に対し、12回の監視指導） 

○ 食品等事業者※により構成される団体（以下、「食品等事業者団体」という。）と連携し、

食品等事業者の衛生管理や表示の自主点検の取組を推進しました。自主点検実施件数は、

前年度より 8,183件増えました。 

施策④ 生産・加工・調理・販売段階の監視指導 

施策の取組方向 

施策の実施状況 
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【食品表示に関する監視指導】 

○  食品等事業者への監視指導時に、「食品表示法」に基づき食品表示が適正になされて

いるかについて確認（1,275施設）を行いました。その際に、不適正表示を発見した食品

の製造、加工若しくは輸入業者又は販売業者に対して改善指導（185施設）を行うととも

に、令和２年３月末の「食品表示法」全面施行までの猶予期間内に、適正な表示に移行

できるよう指導を行いました。 

また、食品等事業者団体と連携し、食品衛生指導員※による巡回指導時に適正な食品表

示についての指導を行いました。 

○ 不当商取引指導専門員が、寄せられた情報をもとに、食品等事業者に対し、景品表示

法に関する食品表示について監視指導を行いました。そのうちの不適正事例（２件）に

ついては改善指導を行いました。 

また、ホームページやパンフレットにより、景品表示法の啓発を行いました。 

 

【卸売市場に関する監視指導】 

○ 生鮮食料品等の安全・安心な流通確保のために、県内卸売市場の監視指導を実施（延

べ16か所）するとともに、卸売市場における品質管理の高度化および施設(低温売場、衛

生管理施設等)の整備を推進しました。 

  また、毒性が疑われる魚（ソウシハギ）が卸売市場を経由して県内に流通したことか

ら、水産卸売事業者等に対し、有毒魚介類の搬入や販売を行わないよう文書により周知

しました（21件）。 

 

【米穀に関する監視指導】 

○ 米穀取扱事業者に対し、食糧法に基づく用途限定

米穀※の適正な流通や販売および米トレーサビリテ

ィ法に基づく適正な取引記録の作成と保存や産地情

報の伝達が行われているかどうかについて、国と連

携し、監視指導を行うとともに、ＤＮＡ検査※等の

科学的検査（７件）によりこれを補完しました。そ

の結果、監視指導について違反事例はなく、科学的

検査においても不適正なものはありませんでした。 

○ 地域登録検査機関※に対して、「農産物検査法」に基づき農産物の品種・量目等を適正

に検査し格付けしているか、関係書類の整備状況等の監視指導を行いました。その結果、

違反事例はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

（米穀の監視指導） 
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【施設の衛生に関する監視指導】 

○ 県内に流通する食品の安全を確保するため、食品等事業者への監視指導を適切に実施

することが必要です。 

また、食品衛生法が改正されたことから、該当の食品等事業者が改正法に基づきＨＡ

ＣＣＰに沿った衛生管理に対応する必要があります。 

 

【食品表示に関する監視指導】 

○ 「食品表示法」の全面施行にかかる猶予期間内に、移行後の法に則した適正な表示へ

の円滑な移行がされるよう、引き続き重点的に監視指導を行う必要があります。 

○  食品表示基準の一部改正により、加工食品の原料原産地表示制度が平成 29 年９月か

ら施行されたため、猶予期間である令和４年３月末までに新制度に則した適正な表示の

切り替えが行われるよう、食品等事業者への周知等の充実が必要です。 

○ 食品等事業者が不適正表示を行わないよう、引き続き、景品表示法に基づいた食品表

示について監視指導や啓発が必要です。 

 

【卸売市場に関する監視指導】 

○ 生鮮食料品等の安全・安心な流通を確保するために、卸売業者等の監視指導を行うと 

ともに、卸売市場における品質管理の高度化を図ることが必要です。また、コールドチ

ェーン※化等に資する施設が未整備な市場においては、引き続き施設整備の推進が必要

です。 

○ 有毒な魚介類等が市場を通じて販売されることがないよう、水産卸売市場者等に対し

て、有毒魚に関する知識の習得を図る必要があります。 

 

【米穀に関する監視指導】 

○ 用途限定米穀の生産が拡大しており、新規に取り組む者もあることから、引き続き  

事業者に対する食糧法、米トレーサビリティ法、「農産物検査法」に基づいた監視指導

の強化に向けた取組が必要です。 

 

 

【施設の衛生に関する監視指導】 

○ 重症化や感染症として拡がる可能性が高い腸管出血性大腸菌や、発生件数が多いカン

ピロバクターによる食中毒の発生を防止するため、食肉および食鳥肉の取扱施設を重点

的に監視指導します。 

○ 冬季における発生が多く、大規模化の傾向が高いノロウイルスによる食中毒の発生を

防止するため、飲食店、集団給食施設、食品製造業等を重点的に監視指導します。 

○  観光客や来県者の増加が見込まれる観光地等での食中毒発生の予防対策を重点項目と

して、監視指導を行います。 

課 題 

 

今後の対応 
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○ 食品等事業者に対して、改正のあった食品衛生法に基づき実施するＨＡＣＣＰに沿っ

た衛生管理の取組を食品等事業者団体と連携し、推進します。 

 

【食品表示に関する監視指導】 

○  食品表示の適正化に向け、引き続き「食品表示法」および「三重県食品監視指導計画」

に基づき監視指導を行います。また、食品等事業者団体と連携し食品衛生指導員の協力

のもと、食品表示を行う事業者に対して、全面施行後の「食品表示法」に則した表示へ

の円滑な移行に向けて周知徹底をはかります。 

○ 引き続き、景品表示法に関連する食品表示について監視指導および啓発を行います。 

 

【卸売市場に関する監視指導】 

○ 引き続き、卸売市場に対する監視指導を効率的に実施するとともに、「第10次三重県

卸売市場整備計画」に基づき、卸売市場における品質管理の高度化および高度化に資す

る施設の整備等を推進します。 

○ 有毒な魚介類が市場を通じて販売されることがないよう、水産卸売市場者等に対して

有毒魚に関する知識の普及・啓発に努めます。 

 

【米穀に関する監視指導】 

○ 米穀取扱事業者に対し、国と連携して、食糧法ならびに米トレーサビリティ法に基づ

いた監視指導を行うとともに、これらを補完する科学的な産地判別検査および品種判別

検査を実施します。また、「農産物検査法」に基づき、地域登録検査機関に対して国と

連携し監視指導を行います。 
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（参考）みえ県民力ビジョン・第二次行動計画における目標値等 

食品事業者の自主点検 

実施件数 

平成 30年度目標値 平成 30年度実績値 令和元年度目標値 

26,300件 28,926件 34,200件 

◎施策145食の安全･安心の確保 基本事業14501食の安全･安心の確保 

 

 

（参考）平成 30年度三重県食品監視指導計画における目標と実績 

食品関係営業施設

の監視指導 

施設の種類 監視対象数 監視目標 実績 

Ａランク施設 

Ｂランク施設 

Ｃランク施設 

   763施設 

 1,150施設 

35,252施設 

1,526施設 

1,150施設 

7,050施設 

2,166施設 

1,768施設 

11,678施設 

(注) 食中毒発生時のリスク、取り扱う食品の流通の広域性、製造量などを評価しＡ～Ｃランクに分類し、ラ

ンクごとに監視頻度を定めて、監視指導を行いました。 

Ａランク施設：大量調理を行う飲食店、大規模量販店における小売店など 

Ｂランク施設：広域流通する惣菜を製造する施設など 

Ｃランク施設：食中毒発生時に大規模となる可能性が低い、Ａ、Ｂランクを除く全ての施設 

監視目安：Ａランク施設２回／年、Ｂランク施設１回／年、Ｃランク施設１回／５年 

 

 

（参考）三重県農畜水産物安全確保監視指導計画における目標と実績 

米トレーサビリティ

法に基づく監視指導 

対象数 平成 30年度目標 平成 30年度実績 違反件数 

約 40,000件 200件 203件 ０件 

 

 

食糧法に基づく監視

指導 

対象数 平成 30年度目標 平成 30年度実績 違反件数 

約 400件 50件 52件 ０件 

 

 

「農産物検査法」に基

づく監視指導 

対象数 平成 30年度目標 平成 30年度実績 違反件数 

54件 11件 11件 ０件 
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【水産物に関する検査】  

○ 養殖魚の水産用医薬品等の残留検査を 20検体実施しました。また、貝毒による食中毒

を防止するため、県内産二枚貝の可食部における麻痺性貝毒および下痢性貝毒の含有量

について、定期検査を 48回、臨時検査を 1回実施しました。 

 

 

【食品収去等検査】 

○ 食品の安全性を確保するため、計画的に収去検査を実施し、微生物、残留農薬、食品

添加物等の規格基準等への適合を確認する必要があります。また、規格基準等に不適合

があった場合、改善指導および改善確認を継続して行うことが必要です。 

 

【食肉に関する検査】 

○ 安全な食肉・食鳥肉を供給するため、と畜検査および食鳥検査を全頭（羽）実施する

とともに、残留物質モニタリング等を実施する必要があります。 

 

【米穀に関する検査】 

○ 米穀の産地偽装などの再発防止や、県民の信頼回復を図るためには、立入検査等の監

視指導を補完する科学的検査が必要です。 

 

【水産物に関する検査】 

○ 水産物の安全確保を図るため、養殖魚における医薬品等の残留検査を行う必要があり

ます。また、貝毒を原因とする食中毒を防止するためには、定期的な検査が必要です。 

 

 

【食品収去等検査】 

〇 これまでの収去検査結果や県民の関心等を総合的に判断し、収去検査を計画的に行う

とともに、規格基準等に不適合があった場合は、不適合がなくなるよう、改善指導およ

び改善確認の徹底を図ります。 

 

【食肉に関する検査】 

○ と畜検査、食鳥検査を全頭（羽）実施するとともに、残留物質モニタリング等の実施

により、食肉、食鳥肉の安全を確保します。 

 

【米穀に関する検査】 

○ 米穀取扱事業者が取り扱っている米の品種を判別するＤＮＡ検査や、国産米と外国産

米を判別する微量元素測定などの科学的検査を抽出にて実施し、産地情報等の伝達およ

び表示の適正性について確認を行います。 

 

【水産物に関する検査】 

○ 引き続き、養殖魚における医薬品等の残留検査や、貝毒検査を定期的に実施します。 

課 題 

 

今後の対応 
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安全で安心な農産物の生産に関する調査研究を行い、その成果の普及、啓発を行いま

す。 

 

 

○ 農業生産では、農薬だけに頼らず、さまざまな防除手段を講じる総合的病害虫・雑草

管理（ＩＰＭ）※の導入を促進するため、具体的な実践内容を示した「ＩＰＭ実践指標」

をホームページで公表し、産地への普及に取り組みました。 

○ 農業研究所において、トマト栽培の害虫対策について、天敵の利用、害虫侵入防止  

ネットの活用などのＩＰＭ技術を組み込んだ実証試験に取り組みました。 

○ トマト栽培の施設内環境をＡＩに学習させることで病害発生リスクを予測するシステ

ムを民間企業と農業研究所の共同研究により開発し、携帯端末により２種類の病害につ

いて予測サービスが利用できるようになりました。 

 

 

○ 「ＩＰＭ実践指標」に基づき、病害虫に対して適切な手段を講じることにより、農薬

の使用が低減され、環境への負荷が軽減されます。このため、「ＩＰＭ実践指標」は、   

生産現場の課題や研究開発の進展等に対応して、適宜、改正していく必要があります。 

○ 食の安全・安心や環境問題等への消費者の関心の高まりから、農業生産における農薬

使用を最小限に抑える防除技術の確立等の調査研究を行い、その成果を生産者に普及、

啓発していくことが必要です。 

 

 

○ 生産現場における課題に対応できる新しい技術開発や情報の収集を行い、生産現場に

おいて技術導入が促進されるよう、「ＩＰＭ実践指標」の内容を改正していきます。 

○ 農薬の使用を最小限に抑え安全・安心な農産物の生産に向けて、「病害虫による生産

性低下を回避する技術開発」や「農薬代替技術を組み込んだ総合的病害虫・雑草管理  

（ＩＰＭ）技術の開発」などの調査研究に取り組み、その成果の普及、啓発に努めます。 

  

施策⑥ 調査研究の推進とその成果の普及啓発 

施策の取組方向 

施策の実施状況 

課 題 

 

今後の対応 
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（１）基本的方向２の取組方向  

県民、食品関連事業者、食品関連事業者団体への情報提供の充実や県民に安全・安心を

提供する食品関連事業者等の主体的な取組に対し支援します。 

 

（２）平成 30年度の取組状況 

 

 

 

 

県民に対し、食の安全・安心に努力する食品関連事業者等の情報を発信します。 

 

 

○ 「三重県食品の自主衛生管理認定制度※」により自主衛生管理に取り組む事業者のうち、

認定した施設３施設をホームページで公開しました。 

○ みえのカキ安心協議会と連携し、「みえのカキ安心システム※」に取り組む食品等事業

者の品質管理手法やノロウイルス検出結果、海水温等の海域情報をホームページで公開

（更新 25回）することにより、消費者等に対するカキの正確な知識の普及、啓発等を行

いました。 

○ 県民の健康への悪影響を未然に防止するとともに、特定事業者※の自主回収を促進する

ため、特定事業者から自主回収に着手した旨の報告を受けたときは、その情報をインタ

ーネットで速やかに県民に提供しました（10件）。 

○ 県民のＧＡＰ認知度調査（ｅ－モニターアンケート調査）を行ったところ、知ってい

るとの回答は９％でわずかに増加しているものの（平成 29年度：７％）、まだまだ低い

状況でした。 

 

 

 

基本的方向２ 食品関連事業者等が主体的に食の安全・安心確保に取り

組みやすい環境の整備 

【実施すべき施策】   ①県民への情報提供 
②食品関連事業者等への情報提供 
③食品関連事業者団体への取組支援 
④コンプライアンス意識の向上に対する支援 
⑤自主基準の設定及び公開の促進 
⑥自主的な情報発信等に対する支援 
⑦認証制度の推進 
⑧健全かつ持続可能な経営への支援  
⑨食品関連事業者からの情報への対応等 

施策① 県民への情報提供 

施策の取組方向 

施策の実施状況 
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○ 県民や流通関係者に「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度※（以下、「みえの

安心食材表示制度」という。）」により認定された生産物等（以下、「みえの安心食材」と

いう。）を広く知ってもらうため、ホームページによる周知のほか、みえの安心食材の生

産者の協力により、プレゼントキャンペーンの実施とあわせて、スーパーの店頭やイベ

ント等において試食ＰＲ等を 14回実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「三重県食品の自主衛生管理認定制度」、「みえのカキ安心システム」に取り組む食品

等事業者の情報を広く提供することは、消費者にとって商品の選択肢が増えることに繋

がることから、これらに取り組む食品等事業者に関する情報を広く提供し、認知度を高

めることが必要です。 

○ 食品の自主回収に関する情報を提供することは、消費者の健康被害の未然防止につな

がるだけでなく、回収を促進することから、速やかにホームページ等で情報を提供する

ことが必要です。 

○ ＧＡＰ等の普及・定着に向けて、県民のさらなる理解の促進が必要です。 

○ みえの安心食材表示制度に対する消費者の認知度向上が課題です。認知度を高めるた

め、生産者等と連携して制度のＰＲに取り組む必要があります。 

 

 

○ 「三重県食品の自主衛生管理認定制度」に基づき認定を受けた食品等事業者の情報を

県民に発信します。 

○ 「みえのカキ安心システム」に取り組む食品等事業者の品質管理手法や海域情報につ

いて、「みえのカキ安心情報」として定期的に情報発信します。 

○ 特定事業者から食品等の自主回収に着手した報告を受けた場合、速やかにその情報を

ホームページで提供します。 

〇 県民に対するＧＡＰ等の認知度を高めるため、県内のレストランやスーパー等と連携

したＧＡＰ食材フェア等を開催します。 

今後の対応 

（「プレゼントキャンペーン」チラシ） 

（みえの安心食材のマーク） 

課 題 
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○ みえの安心食材表示制度の認知度向上を図り、消費者にみえの安心食材を意識して 

購入してもらえる環境を作るため、県と生産者等が協力し、ホームページやイベント等

での情報発信に取り組みます。 

 

 

 

（参考）県のホームページで情報提供した自主回収についての情報(条例第 24条)  

No. 
報告

月 
食品名 回収の原因 報告義務の分類、理由 

１ ５月 焼菓子 賞味期限の誤表示 
消費期限・賞味期限の表示基準に

違反するもの 

２ ５月 そうざい 賞味期限の誤表示 
消費期限・賞味期限の表示基準に

違反するもの 

３ ６月 味付けぽん酢 賞味期限の誤表示 
消費期限・賞味期限の表示基準に

違反するもの 

４ ８月 釜玉うどん カビの発生 衛生管理の不備による異常 

５ ８月 洋菓子 消費期限の誤表示 
消費期限・賞味期限の表示基準に

違反するもの 

６ ９月 洋菓子 賞味期限の誤表示 
消費期限・賞味期限の表示基準に

違反するもの 

７ 10月 ひじき 賞味期限の誤表示 
消費期限・賞味期限の表示基準に

違反するもの 

８ ２月 あおさのり 賞味期限の誤表示 
消費期限・賞味期限の表示基準に

違反するもの 

９ ３月 備蓄用缶詰パン カビの発生 衛生管理の不備による異常 

10 ３月 弁当 消費期限の誤表示 
消費期限・賞味期限の表示基準に

違反するもの 
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  食に関する法令や生産資材に関する情報等、食品関連事業者、食品関連事業者団体が

必要とする情報を提供します。 

 

 

【食品衛生に関する情報提供】 

○ 細菌性食中毒のリスクが高まる夏期に食中毒警報を発令し（４回）、食品等事業者に、

食中毒の注意喚起を行いました。 

○ 食品衛生責任者※再講習等の講習会（379回）や衛生監視等を通じて、食中毒の予防を

啓発するとともに「食品衛生法」の改正内容など最新の情報等を提供しました。 

〇 毒キノコ（ニセクロハツ）の喫食による死亡事例が発生した際には、食品等事業者団

体および農産物直売所に対して注意喚起を行いました。 

 

【食品表示に関する情報提供】 

○ 食品等事業者や食品等事業者団体に対し食品表示講習会を実施し（168回）、食品表示

制度についての情報提供および周知を行いました。 

 

【ＧＡＰに関する情報提供】 

○ 食品等事業者に対するＧＡＰ等の認知度を高めるため、首都圏のレストラン等と連携

したＧＡＰ食材フェア等を開催しました（７回）。 

 

【みえジビエに関する情報提供】 

○ みえジビエの品質および衛生管理のさらなる向上につながるよう、「みえジビエ品質・

衛生管理マニュアル※」・「みえジビエ登録制度※」をステップアップさせた「みえジビ

エフードシステム衛生・品質管理マニュアル※」・「みえジビエフードシステム登録制度
※」を事業者等へ情報提供をしました。       

 

【みえの安心食材に関する情報提供】 

○ 食品等事業者が農林産物を購入する際に、みえの安心食材を選択できるよう、ホーム

ページを通じて情報提供するとともに、みえの安心食材の取扱いを促進するため、県内

量販店等約 150店舗の協力により、プレゼントキャンペーンを実施しました。 

 

 

 

 

 

施策② 食品関連事業者等への情報提供 

施策の実施状況 

施策の取組方向 
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【米穀に関する情報提供】 

○ 米穀取扱事業者が米トレーサビリティ法の内容を熟知し、遵守

するよう、米穀取扱事業者の巡回指導時（203 回）や、食品等事

業者団体が開催する講習会等（２回、延べ 145人）において、米

トレーサビリティ法についての情報提供等を行いました。 

 

 

【食品衛生に関する情報提供】 

○ 食品等事業者が、規格基準等の法令を遵守するとともに、食中毒等の危害発生の防止

を図れるよう、食品衛生に関する的確な情報を提供する必要があります。 

○ 食品衛生法が改正されＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化されたことから、食品等

事業者が円滑に導入できるよう必要な情報等を提供する必要があります。 

○ 有毒なキノコ等が県内で販売されることがないよう、引き続き、食品等事業者に対す

る啓発が必要です。 

 

【食品表示に関する情報提供】 

○ 「食品表示法」の全面施行にかかる猶予期間内に適正な表示へ移行することに加え、

食品表示基準の一部改正による加工食品の原料原産地表示制度への対応等も必要です。

これらを含めて食品等事業者が法令を遵守し適正な食品表示を行うよう、「食品表示法」、

景品表示法等の関係法令について、必要な情報を適切に提供することが必要です。 

 

【ＧＡＰに関する情報提供】 

○ ＧＡＰ等の普及・定着に向けて、食品等事業者に対するさらなる理解促進が必要です。 

 

【みえジビエに関する情報提供】 

○ 登録事業者自らが、みえジビエの品質および衛生管理のさらなる向上につなげられる

よう、「みえジビエフードシステム衛生・品質管理マニュアル」および「みえジビエフ

ードシステム登録制度」の普及、拡大に向け、引き続き啓発していくことが必要です。 

 

【みえの安心食材に関する情報提供】 

○ 食品等事業者がみえの安心食材を選択できるよう、引き続き、ホームページによる生

産者情報の発信や県内量販店等への情報提供に取り組むとともに、飲食店に対する働き

かけを強化する必要があります。 

 

【米穀に関する情報提供】 

○ 米穀および米穀を原材料とする一部の加工品については、米トレーサビリティ法に 

基づいた取引記録の作成、保存および産地情報の伝達等を行う事が求められています。

このため、米穀取扱事業者が当該法令を遵守するよう、必要な情報を適切に提供する  

ことが必要です。 

課 題 

 

（産地情報の掲示用ポスター）  
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【食品衛生に関する情報提供】 

○ 引き続き、食品等事業者が、規格基準等の法令を遵守するとともに、食中毒等の危害

発生の防止を図れるよう、食品衛生に関する情報を提供します。 

○ 食品等事業者が、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理を導入できるよう必要な情報等を提供

します。 

○ 県内で有毒なキノコ等が流通しないよう、食品等事業者に対して引き続き指導してい

きます。 

 

【食品表示に関する情報提供】 

○ ホームページやパンフレット等による周知および監視指導時や食品表示講習会等の 

機会を捉え、「食品表示法」、景品表示法に関連する食品表示について、随時、情報を   

提供します。 

 

【ＧＡＰに関する情報提供】 

〇 食品等事業者に対するＧＡＰ等の認知度を高めるため、引き続きレストランやスーパ

ー等と連携したＧＡＰ食材フェア等を開催します。 

 

【みえジビエに関する情報提供】 

○ 「みえジビエフードシステム衛生・品質管理マニュアル」および「みえジビエフード

システム登録制度」の普及、啓発を進めるため、ホームページへの掲載や、関係事業者

への説明会の開催等により、より充実した情報提供を行います。 

 

【みえの安心食材に関する情報提供】 

○ みえの安心食材の認知度向上を図るため、引き続き、ホームページ等により情報を提

供するとともに、新たに、飲食店を対象に食材研究会を開催します。 

 

【米穀に関する情報提供】 

○ 米トレーサビリティ法の周知徹底のため、米穀取扱事業者への巡回指導を実施する

他、食品関連事業者団体と連携して、米穀取扱事業者に情報提供します。 

 

  

今後の対応 
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  食品関連事業者団体が実施する食の安全・安心の確保に向けた取組を支援します。 

 

 

○ 食品等事業者団体が行う食品衛生指導員の新規養成講習会の開催を支援し（３回）、

新たに 64名が養成されました。また、食品衛生指導員と連携して食品等事業者に行う施

設指導の際に、食品衛生指導員が、衛生管理等の指導および食品衛生の普及等に加えて、

適正な食品表示制度の周知を行うことができるように、表示講習会を実施しました（13

回）。 

○ 食品等事業者自らが行う、衛生管理や食品表示等の自主点検を普及させるため、食品

等事業者団体と連携し、自主点検票の配布等を行い、取組を支援しました。その結果、

自主点検の実施件数は前年度より 8,183件（累計 28,926件）増えました。 

○ 食品等事業者団体に対し、景品表示法のパンフレットを提供し、団体会員への啓発を

支援しました。また、食品等事業者団体の研修会で、景品表示法に関する情報を提供し

ました。 

○  三重県食品産業振興会と連携し、消費者の「食」に対する信頼確保に取り組むため、

食品製造事業者における衛生管理の基本概念である食品衛生７Ｓ※やＩＳＯ22000※、Ｈ

ＡＣＣＰに関する研修等を実施し、食品衛生・品質管理にかかる人材育成に取り組みま

した。 

〇 安全・安心な農産物に対する消費者のニーズに応えるため、国際水準ＧＡＰの認証取

得の推進に向けて、ＪＡグループ・市町・県の関係者が一丸となって、「三重県におけ

る農産物のＧＡＰ推進方針（平成 29年７月施行）」に基づき、推進体制の整備、認証取

得に向けた指導・支援、認知度の向上に取り組みました。 

〇 消費者が安心して食べられる美味しい米を供給するため、「三重の米行動指針ライス

プロミス６※（消費者との６つの約束）」に基づき、県内の米関連団体の米づくりに関す

る省力化や減農薬等の取組に対して支援しました。 

 

 

○ 食の安全・安心確保の取組をより効率的かつ効果的に事業者に浸透させるためには、

行政だけではなく、食品関連事業者団体にもその取組において積極的な役割を果たして

もらう必要があるため、支援等が必要です。 

○ 食品衛生および食品表示等の適正化の徹底に向け、食品等事業者団体と連携し、引き

続き、「食品衛生法」、「食品表示法」、米トレーサビリティ法および景品表示法等関係

法令の周知、啓発等に取り組むとともに、食品等事業者が行う自主点検を促進する必要

があります。 

 

施策③ 食品関連事業者団体への取組支援 

施策の実施状況 

施策の取組方向 

課 題 
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○ 食のグローバル化が進展する中、国内外の販路を維持・拡大していくためには、食の

安全確保は切り離せない課題となっています。こうした状況に対応するため、県内食品

等事業者の衛生管理の徹底を図るとともに、事業所におけるＨＡＣＣＰ等導入の中心と

なる人材を育成する必要があります。 

○ 県内で国際水準ＧＡＰの認証を取得した生産者（平成 31 年３月末現在農産物 63 件、

畜産物３農場）は着実に増加してきています（農産物 34件増、畜産物３農場増）。国際

水準ＧＡＰの認証の取得および継続は、安全安心な農産物の提供や農業者の経営意識の

向上につなげる重要な取組であることから、引き続きＪＡグループや市町等と連携して、

生産者へ指導・支援していく必要があります。 

〇 米生産については、県内の米関連団体が、安全でおいしいお米を提供し、消費者から

信頼・支持される産地をめざして「三重の米行動指針ライスプロミス６」の取組を掲げ

ており、この取組を引き続き推進するとともに、他の水田作物についても安全・安心や

環境に配慮した取組の拡大を進めることが必要です。 

 

 

〇  食品営業施設が実施する衛生管理や食品表示の自主点検の取組を促進するため、食品

等事業者団体が行う営業許可施設の衛生巡回指導や各種研修会の開催等の活動を支援し

ます。 

〇 食品等事業者団体と連携し、食品営業施設が実施する衛生管理および「食品表示法」

や米トレーサビリティ法、景品表示法の制度等の周知等を行うとともに、食品等事業者

自らが行う衛生管理や食品表示等の自主点検の取組が促進されるよう、食品等事業者団

体の講習会等の取組を支援します。 

○  食品衛生等に係る人材を育成し、消費者の「みえの食」に対する信頼を確保するため、

衛生管理の基本概念である食品衛生７ＳやＩＳＯ22000、ＨＡＣＣＰ等に関する研修を三

重県食品産業振興会と連携して実施します。 

○ ＪＡ・県・市町等で構成する「地域ＧＡＰ推進チーム」を核に、認証取得した生産者

や認証取得を目指す生産者等に対して、取り組み状況に応じたきめ細かな指導支援を行

います。 

〇 県内の米関連団体が、掲げる「三重の米行動指針ライスプロミス６」に基づき、当該

団体の米づくりを支援します。 

 

  

今後の対応 
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食品関連事業者におけるコンプライアンス（法令遵守）意識の向上や関係法令に関す

る理解の促進を図るとともに、食品関連事業者内の意識向上等に向けた体制の整備を 

はじめ、食品関連事業者の自主的な取組を支援します。また、その効果を検証し、改善

を進めます。 

 

 

○ 食品衛生講習等の機会を通じて関係法令の説明を行うことにより、食品等事業者のコ

ンプライアンス意識の向上を図りました。 

○ 食品関連事業者団体が行う団体会員への景品表示法遵守の取組を支援するため、団体

に景品表示法のパンフレットを提供しました。また、食品関連事業者団体の研修会で、

景品表示法に関する情報を提供し、法令遵守意識の向上を図りました。 

○ 食品関連事業者のコンプライアンス意識を高め

るため、医療保健部、環境生活部および農林水産

部が連携し、食品関連事業者向けコンプライアン

ス研修会を開催しました（１回、57人参加）。適

正な食品表示の必要性など食の安全・信頼向上に

向けた取組について情報提供するとともに、景品

表示法に関する食品表示について、パンフレット

の配布により情報提供しました。 

○ 米穀取扱事業者の米トレーサビリティ法の遵守

およびコンプライアンス意識向上のため、立入調

査（203回）の際に啓発を行いました。 

 

 

○  食品関連事業者のコンプライアンス意識向上のため、事業者が関係法令を理解し、  

法令を遵守していこうとする自主的な取組に対する支援が必要です。 

 

 

○  食品等事業者団体と連携し、引き続き、食品衛生講習会等において、コンプライアン

スについての説明等を行います。また、食品関連事業者団体が実施する景品表示法の遵

守に向けた取組については、講師派遣やパンフレット等の提供により支援します。 

○ 食品関連事業者のコンプライアンス意識の向上を目的に、「三重県食の安全・安心確保

推進月間」において、研修会を開催します。 

  

施策④ コンプライアンス意識の向上に対する支援 

(コンプライアンス研修会) 

施策の実施状況 

施策の取組方向 

課 題 

 

今後の対応 
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食の安全確保に関する自主管理体制の整備に必要な管理基準の設定を促進するとともに、

ＨＡＣＣＰシステム、ＧＡＰ等をはじめとした先進的なシステムの導入を図り、自主的な

公開を促進します。 

 

 

【農畜産物】 

○ 安全・安心な農産物に対する消費者のニーズ

に応えるため、国際水準ＧＡＰの認証取得の推

進に向けて、ＪＡグループ、市町および県の関

係者が一丸となって、「三重県における農産物

のＧＡＰ推進方針（平成 29年７月施行）」に基

づき、推進体制の整備、認証取得に向けた指導・

支援、認知度の向上に取り組みました。 

○ ＧＡＰ認証取得に興味のある生産者ならび

に次代の農業を担う若者を育てる農業高校お

よび農業大学校教員等を対象とした研修会・勉

強会（39回、654名参加）を開催し、ＧＡＰ認

証の必要性や重要性を共有しました。 

○ 畜産においては、生産者や関係団体等を対象とした研修会・勉強会（６回、137名）

の開催により、農場ＨＡＣＣＰやＪＧＡＰ家畜・畜産物の具体的な取組を普及、推進

しました。 

○ 地域ＧＡＰ推進チームを核に、ターゲットとする生産者を明確にし、それぞれの取組

状況に応じたきめ細かな指導・助言等を行い、その結果、農産物 34件（農業経営体等

30件、福祉事業所４件）および畜産物３農場が新たに国際水準ＧＡＰの認証を取得し

ました。 

 

【水産物】 

○ 東京 2020大会へ県産水産物を供給できるよう、同大会における食材の調達基準として

認められた水産物認証の取得を増やすため、水産エコラベルに関する研修会を伊勢市に

て開催しました。その結果、水産物１件が新たに水産エコラベルの認証を取得しました。 

 

【林産物】 

○  みえジビエの衛生管理および品質のさらなる向上につなげるよう、「みえジビエ品質・

衛生管理マニュアル」の内容をステップアップさせ「みえジビエフードシステム衛生・

施策⑤ 自主基準の設定及び公開の促進 

(ＧＡＰ認証審査の様子) 

施策の実施状況 

施策の取組方向 
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品質管理マニュアル」としました。また、制度の周知を図るため、捕獲者や解体処理事

業者等に向けた説明会を開催しました。 

〇 きのこ生産者に対して、「三重県版きのこ品質・衛生管理マニュアル※」に基づく   

適正な品質・衛生管理の普及を図りました。 

 

【卸売市場】 

○  県内卸売市場の監視指導（延べ 16か所）を実施した際に、卸売市場関係事業者を対象

とした研修会の実施や、品質管理等に関する先進事例の情報を提供し、事業者による  

自主的な品質管理の高度化に向けた規範の策定を推進しました。５市場において卸売 

市場における品質管理高度化マニュアル等が策定済です。 

 

 

【農畜産物】 

○ 県内で国際水準ＧＡＰの認証を取得した生産者（平成 31 年３月末現在農産物 63 件、

畜産物３農場）は着実に増加してきています（農産物 34件増、畜産物３農場増）。国際

水準ＧＡＰの認証の取得および継続は、安全安心な農産物の提供や農業者の経営意識の

向上につなげる重要な取組であることから、引き続きＪＡグループや市町等と連携して、

生産者へ指導・支援していく必要があります。 

○ 農場ＨＡＣＣＰやＪＧＡＰ家畜・畜産物等を新たに導入する生産者を増やすため、講

演会の開催等により普及、啓発を実施していく必要があります。 

○ 農場ＨＡＣＣＰやＪＧＡＰ家畜・畜産物の認証取得を目指す生産者を支援するため、

地域推進チームと地域の関係団体等とのさらなる連携が必要です。また、早期認証取得

を推進するため、畜種ごとのロールモデルの作成が必要です。 

 

【水産物】 

○ 東京 2020大会の食材調達基準を満たす水産物を漁獲・養殖する事業者の確保育成や

認証取得支援など生産体制の整備が必要です。 

 

【林産物】 

○  より安全で安心なみえジビエを提供するため、野生獣肉の解体処理事業者等が、「み

えジビエフードシステム衛生・品質管理マニュアル」に沿った獣肉の処理および「みえ

ジビエフードシステム登録制度」への登録を行うよう、引き続き普及、啓発していくこ

とが必要です。 

○ 消費者に安全で安心なきのこを提供するため、「三重県版きのこ品質・衛生管理マニ

ュアル」に基づく適正な品質・衛生管理をより一層普及、啓発していくことが必要です。 

 

【卸売市場】 

○ 生鮮食料品等の安全・安心な流通を確保していくため、コールドチェーン化や高度な

衛生管理のための施設整備を推進し、衛生管理の向上を図るとともに品質管理の高度化

課 題 
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に係る規範の策定に向け、卸売市場関係事業者への一層の啓発が必要です。 

 

 

【農畜産物】 

〇 ＪＡ・県・市町等で構成する「地域ＧＡＰ推進チーム」を核に、認証取得した生産者

や認証取得を目指す生産者等に対して、取り組み状況に応じたきめ細かな指導支援を行

います。 

○ 引き続き、講習会等の開催により畜産農場における農場ＨＡＣＣＰやＪＧＡＰ家畜・

畜産物等の導入を推進します。 

 

【水産物】 

〇 県産水産物が東京 2020大会の選手村等で提供される食材に活用されるよう、食材調達

基準となっている水産物認証制度の普及、啓発を図り、調達基準を満たすための認証取

得に向けた事業者の意識を醸成します。 

 

【林産物】 

○  今年度制定した「みえジビエフードシステム衛生・品質管理マニュアル」の普及を図

り、捕獲者や解体処理事業者等の衛生・品質管理向上の取組を推進します。また、引き

続き、ホームページ等で情報を公開し、ジビエを取り扱う飲食店や加工事業者等への周

知を行います。 

○  「三重県版きのこ品質・衛生管理マニュアル」により、きのこ生産者への適正な品質

管理を促進するとともに、各種展示会への出展や出前トーク等の活動を通して、安全・

安心なきのこの生産・消費についてのＰＲ活動を行います。 

 

【卸売市場】 

○  卸売市場関係事業者を対象とした研修会の実施や品質管理等に関する先進事例の情報

を提供するとともに、品質管理の高度化に係る規範の策定を推進します。 

 

 

 

  

今後の対応 
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県民が合理的に食品等を選択できるよう、生産者や食品関連事業者などの自主的な情

報提供を支援します。 

 

 

○ 捕獲、解体から販売に至るみえジビエ登録事業者で構成する「ＮＰＯ法人みえジビエ

推進協議会」が行うみえジビエの普及、販路拡大に向けての取組の支援を行い、スタン

プラリーや商談会への出展、メディアを通じたＰＲを行いました。 

○ 生産者に、自らの生産物等がみえの安心食材である

ことを主体的にＰＲしてもらうため、登録者等を対象

とした研修会等で、ホームページやポスター等の活用

について情報提供を行いました。 

○ 生産者によるみえの安心食材のＰＲ活動を促進す

るため、生産者に協賛を呼びかけ、みえの安心食材に

認定された生産物等が当たるプレゼントキャンペー

ンを実施するとともに、量販店等での試食販売を行い

ました。 

 

 

○ みえジビエ登録事業者自らが、日々の営業活動のなかで、消費者や実需者に対して、

みえジビエの認知度向上やみえジビエ活用に向けた提案を行うなどのＰＲ活動を積極的

に行っていく必要があります。 

○ 生産者が、みえの安心食材表示制度の活用により、主体的に情報発信に取り組めるよ

う、引き続き、制度への参画を促進するとともに、みえの安心食材の生産者に対し、Ｐ

Ｒ機会を提供していく必要があります。 

 

 

〇 みえジビエの消費者への認知度やブランド力の向上にむけ、登録事業者自らが継続し

てＰＲ活動等を行うことができるよう、引き続き支援していきます。 

○ みえの安心食材表示制度の普及啓発に向け、引き続き、県内各地域で研修会を開催す

るとともに、みえの安心食材の生産者自らが主体となり、ホームページの活用や生産物

へのマーク表示等により情報発信を行えるよう、引き続きＰＲ活動を支援していきます。 

  

施策⑥ 自主的な情報発信等に対する支援 

(プレゼントキャンペーンのＰＲ) 

課 題 

 

施策の実施状況 

施策の取組方向 

今後の対応 
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環境に配慮した生産方式や食の安全・安心を確保する生産管理により県内で生産され

る農林水産物や、県内で生産された農林水産物を使い県内で製造される加工食品に関す

る認証制度、高品質で安全な食品を提供するためのＨＡＣＣＰシステムに基づく認定 

制度等を積極的に推進します。 

 

 

【ＨＡＣＣＰ推進に対する取組】 

○ 食品製造・加工施設を対象に、「三重県食品の自主衛生管理認定制度」への取組を推

進した結果、新規取組施設は 11施設増え、取組施設は 77施設となりました。 

 

【農畜産物】 

○ 地域ＧＡＰ推進チームを核に、ターゲットとする生産者を明確にし、それぞれの取組

状況に応じたきめ細かな指導・助言等を行い、その結果、農産物 34件（農業経営体等

30件、福祉事業所４件）が新たに国際水準ＧＡＰの認証を取得しました。 

○ 東京 2020大会への農産物の調達基準への対応とともに、食の安全・安心に対する消費

者ニーズや輸出の拡大を見据えて、国が改訂した「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通

基盤に関するガイドライン※」に則した県独自の認証制度「三重ガイドラインＧＡＰ認証

制度※」を運用し、８農場を認証しました。 

○ 畜産においては、農場ＨＡＣＣＰやＪＧＡＰ家畜・畜産物の指導員を含む地域推進チ

ームが、認証取得等を目指す生産者に対して生産衛生管理プログラムの策定、衛生検査、

従業員教育等の支援を行いました。その結果、新たに４農場（肉牛３、豚１）が農場Ｈ

ＡＣＣＰ認証※を取得し、３農場（肉牛３）がＪＧＡＰ家畜・畜産物の認証を取得しまし

た。 

○ 東京 2020大会において、有機ＪＡＳ制度※により認定された農産物は食材調達の際に

推奨されることから、有機ＪＡＳ制度に関心を示す生産者に対して、制度の仕組等を学

ぶ入門研修（1回、39名参加）や認証取得をめざす講習（1回、２名）などでの指導・

支援を行い、その結果１農場が新たに有機ＪＡＳ認証の申請を行いました。 

○ みえの安心食材表示制度の普及啓発に向け、みえの安心食材の生産者やこれから取り

組もうとする生産者を対象とする研修会（５地域）を開催しました。平成 31年３月末

現在で、1,128件が認定されました。 

 

 

 

 

施策⑦ 認証制度の推進 

施策の実施状況 

施策の取組方向 
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○ 公募により選定された三重県育成の水稲品種「三重 23

号」の生産者に対し、みえの安心食材表示制度の認定取得

を推進しました。みえの安心食材の認定とともに、さらに

独自の品質基準に適合したものだけがブランド米「結びの

神」として販売されました（77生産者）。 

 

 

 

【水産物】 

○ 東京 2020大会へ県産水産物を供給できるよう、同大会における食材の調達基準として

認められた水産物認証の取得を増やすため、水産エコラベルの取得を検討している生産

者への説明・相談（33業者）を実施しました。その結果、水産物１件が新たに水産エコ

ラベルの認証を取得しました。 

 

【林産物】 

○ 食品等事業者、捕獲者、解体処理従事者等に向けて

説明会を行い、「みえジビエフードシステム登録制

度」への登録を働きかけた結果、平成 31年３月末現

在で、37事業者 94施設、82名が登録しました。 

 

 

 

 

【ＨＡＣＣＰ推進に対する取組】 

○ 食品衛生法の改正によりＨＡＣＣＰが制度化されたことから、県独自の衛生管理制度

である「三重県食品の自主衛生管理認定制度」について、今後の方向性等を引き続き検

討する必要があります。 

 

【農畜産物】 

○ 県内で国際水準ＧＡＰの認証を取得した生産者（平成 31 年３月末現在農産物 63 件、

畜産物３農場）は着実に増加してきています（農産物 34件増、畜産物３農場増）。国際

水準ＧＡＰの認証の取得および継続は、安全安心な農産物の提供や農業者の経営意識の

向上につなげる重要な取組であることから、引き続きＪＡグループや市町等と連携して、

生産者へ指導・支援していく必要があります。 

○ 「三重ガイドラインＧＡＰ認証制度」は、東京 2020大会まで（認証は令和元年度末ま

で）の期間限定の運用であり、生産者に対して誤解のないように推進することが必要で

す。 

 

 

(みえジビエ登録事業者看板) 

課 題 

 

(ブランド米「結びの神」) 
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○ 農場ＨＡＣＣＰやＪＧＡＰ家畜・畜産物の認証取得を目指す生産者を支援するため、

地域推進チームと地域の関係団体等とのさらなる連携が必要です。また、早期認証取得

を推進するため、畜種ごとのロールモデルの作成が必要です。 

○ 県内で有機ＪＡＳ認証を取得した事業者（22件）はまだまだ少ないことから、認証取

得をめざす生産者の掘り起こしが必要です。 

○ 生産者の高齢化等により、みえの安心食材表示制度の認定件数は横ばいとなっている

ことから、取組に参画する生産者の拡大に向け、担い手をターゲットに普及啓発を進め

る必要があります。 

○ 三重県育成の水稲品種「三重 23 号」をブランド米「結びの神」として販売するには、

公募により選定された生産者が生産した米が、みえの安心食材表示制度の認定を受ける

とともに独自の品質基準に適合することを要件としています。この「結びの神」の生産

に取り組む生産者が少ないことから、引き続き、「三重の新たな米協創振興会議」を通

じて「三重 23号」の生産者に対し、みえの安心食材表示制度の認定取得を推進する必要

があります。 

 

【水産物】 

○ 東京 2020大会の食材調達基準を満たす水産物を漁獲・養殖する事業者の確保育成や

認証取得支援など生産体制の整備が必要です。 

 

【林産物】 

○ みえジビエの利活用をさらに促進し、消費者にみえジビエを広く提供できるよう、「み

えジビエフードシステム登録制度」の普及を図り、制度に取り組む食品等事業者の拡大

をめざす必要があります。 

 

 

【ＨＡＣＣＰ推進に対する取組】 

○ 引き続き、「三重県食品の自主衛生管理認定制度」に取り組む事業者を支援します。

また、「食品衛生法」の改正によりＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化されたことか

ら、引き続き「三重県食品の自主衛生管理認定制度」の見直し等を検討します。 

 

【農畜産物】 

〇 ＪＡ・県・市町等で構成する「地域ＧＡＰ推進チーム」を核に、認証取得した生産者

や認証取得を目指す生産者等に対して、取り組み状況に応じたきめ細かな指導支援を行

います。 

○ 東京 2020大会までに、国際水準ＧＡＰの認証取得が間に合わない生産者には、三重ガ

イドラインＧＡＰの認証取得を推進します。 

○ 引き続き、地域推進チームの指導を通じて、農場ＨＡＣＣＰやＪＧＡＰ家畜・畜産物

の認証取得等に取り組む生産者に対して、生産衛生管理マニュアルや帳簿の整備、衛生

検査、従業員教育等の指導を行います。 

今後の対応 
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○ 引き続き、有機ＪＡＳの認証取得をめざす生産者の掘り起こしや認証取得に向けた  

研修・講習などを行います。 

○ みえの安心食材表示制度の普及啓発に向け、イベント等により消費者への認知度向上

を図るとともに、研修会の開催などにより、担い手をターゲットに制度のＰＲに取り組

みます。 

○ 「三重の新たな米協創振興会議」を通じて、三重県育成の水稲品種「三重 23号」生産

者にみえの安心食材表示制度の認定取得を推進します。 

 

【水産物】 

〇 県産水産物が東京 2020大会の選手村等で提供される食材に活用されるよう、食材調達

基準となっている水産物認証制度の認証取得をめざす事業者への支援を通じ、生産・供

給体制の構築を進めます。 

 

【林産物】 

○ みえジビエ登録事業者および登録人材が増加し取組が拡大すると、消費者への認知度

が高くなり、食品等事業者および消費者等の利活用意欲の向上にもつながるため、引き

続き食品等事業者に対する制度周知を行い、「みえジビエフードシステム登録制度」の

普及拡大を図ります。 
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食品関連事業者が食の安全・安心や環境保全などを踏まえ、食品の安定供給や健全な

経営に向けて行う自主的な取組を支援します。 

 

 

○ 消費者や食品等事業者に対するＧＡＰ等の認知度を高めるため、首都圏のレストラン

等と連携したＧＡＰ食材フェア等を開催しました（７回）。 

○ 「みえフードイノベーション※」の取組を

進めた結果、産学官が参画する「みえフード

イノベーション・ネットワーク」への参加事

業者等は 639 者（平成 31 年３月末現在）と

なりました。 

新たな連携による商品やサービスの創出

に向け、食の魅力を高めるためのシンポジウ

ムを開催し、ネットワーク参加事業者間の交

流を図りました。 

○ 大都市圏での販路拡大をめざす食品等事業者を対象に、全国規模の展示商談会である

スーパーマーケット・トレードショー2019への出展を促すとともに、出展に合わせ

て、商品開発や多様な販売戦略について学ぶ研修会を実施しました。平成 31年２月に

開催されたスーパーマーケット・トレードショー2019には三重県内の 19事業者が出展

し、526件の商談が行われました。 

○ 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動の普及・拡大を図るため、こ

れらに取り組む農業者団体等に対して、「環境保全型農業直接支払交付金事業」を通じ

た支援を行いました（17件、242ha）。 

 

 

○ ＧＡＰの普及・定着に向けて、消費者や食品等事業者に対するさらなる理解促進が必

要です。 

〇 多様な事業者が「みえフードイノベーション・ネットワーク」に参画し、新たな連携

による商品やサービスが創出されるよう、取組の継続したＰＲが必要です。 

○ 食品等事業者が研修や展示会出展の経験を生かし、本県の特長を活かした商品開発や

販路開拓を自ら進められるよう、支援を行う必要があります。 

○ 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動の普及・拡大を図るため、こ

れらの取組に対する継続した支援が必要です。 

 

 

施策⑧ 健全かつ持続可能な経営への支援 

（シンポジウムの開催）  

施策の実施状況 

施策の取組方向 

課 題 
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〇 消費者や食品等事業者に対するＧＡＰの認知度を高めるため、県内および首都圏のレ

ストランやスーパー等と連携したＧＡＰ食材フェア等を開催します。 

〇 様々な機会を通じて「みえフードイノベーション・ネットワーク」への参画を促すと

ともに、シンポジウムや展示交流会、素材研修会等のイベントを開催することで、新た

な連携や商品・サービスの創出に向けた支援を行います。 

○ 本県の特長を生かして食品等事業者が行う、経営企画力の向上や新たな価値の創出に

向けた取組について、研修等を通じて支援していきます。また、官民が協働して、「み

えの食」に関する情報を発信する場や商談の場を設けることにより、新たな販路や消費

の拡大を支援します。 

○ 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者団体等に対

して、引き続き「環境保全型農業直接支払交付金事業」を通じた支援を行います。 

 

  

今後の対応 
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  食品関連事業者が食の安全・安心や食品表示に関する情報を提供しやすい環境を整備 

するとともに、提供された情報に迅速に対応します。 

 

 

○  食品関連事業者の社会的責任や企業倫理などの意識向上に必要な情報、情報提供者の

保護制度に関する情報、情報提供窓口について、食品関連事業者への研修会で周知した

ほか、ホームページやリーフレットを使い、情報等を提供しました。 

 

 

○ 食の安全・安心を損なう、または損なうおそれがある情報を、食品関連事業者が提供

しやすい環境を整備することが必要です。 

○ 提供された情報について、 慎重かつ迅速に必要な調査等を行い、不適正な事実があ

ると認められるときは、法令に基づく措置などを適正に行うことが必要です。 

 
 

○ 食品関連事業者の危害情報申出に係る条例の趣旨について、研修会や巡回指導により

周知を図るとともに、ホームページ、リーフレット等により情報提供窓口である各法令

担当部署を周知し、危害情報の申出を行いやすい環境整備を進めます。 

○ 食品関連事業者からの情報提供があった場合は、関係機関と情報共有を図り、内容を

検討、精査のうえ、必要に応じて事実関係を立入調査等により調査します。また、事実

が確認された場合は、法令に基づく適正な措置を講じます。 

 

 
  

施策⑨ 食品関連事業者からの情報への対応等 

施策の実施状況 

施策の取組方向 

課 題 

 

今後の対応 





44 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）基本的方向３の取組方向   

 県民が食の安全・安心に関する知識と理解を深め判断、選択を行えるよう、県民の立場

に立った情報提供を充実させるとともに学習機会を提供します。 

 

（２）平成 30年度の取組状況 

 

 

 

 

施策の取組方向   

ホームページ、県政だより、情報誌、メールマガジンや学習講座などの多様な手段を

活用し、県民への情報提供を推進します。 

 

 

【健康被害防止に関する情報】 

○ ８月の食品衛生月間では、県内各地の大規模小売店等において、食品等事業者団体と

連携し食中毒予防街頭啓発（28回）を実施しました。また、食中毒警報（４回）や自主

回収情報のホームページへの掲載を行いました（25ページ）。 

○ 食中毒の発生時には、施設情報等の公表を行いました。また、注意喚起のための毒キ

ノコ（ニセクロハツ）の喫食による死亡事例や、魚介類販売店で有毒の可能性がある魚

（ソウシハギ）の販売者を特定するための情報を公表しました。 

○ より多くの消費者や食品等事業者が、食中毒予防の正しい知識や意識を持つよう、 食

品等事業者団体、学校給食関係者等に情報を提供して、食中毒予防の啓発を行いました。

また、ホームページを活用し、家庭でできる食中毒予防のポイント「買い物から後片付

けまで」等の情報を提供しました。 

 

【食品表示に関する情報】 

○ 「食品表示法」、景品表示法およびその他の関係情報について、リーフレットやパンフ

レットを使い、県民へ情報提供しました。 

 

 

基本的方向３  情報提供や学習機会の提供により県民の合理的な選択を

促進する環境の整備 
 

【実施すべき施策】   ①情報提供の推進 

②食の安全・安心に関する教育の推進 

③相談対応の充実 

施策① 情報提供の推進 

施策の実施状況 

施策の取組方向 
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【食の安全・安心に関する情報提供】 

○ 食の安全・安心に関する総合的な情報発信を行うホームページ「食の安全・安心ひろ

ば」において、県の発信する食に関する新着情報を 261 件掲載するなど（目標 250 件）、

さまざまな情報をわかりやすく発信することに努めました。 

○ 食の安全・安心確保に関する情報や県の取組について意見交換を行えるよう、出前ト

ークや「食の安全・安心」出張講座を実施しました（５回、延べ 134人参加）。 

○  県民が正しい情報を生活の中に取り入れて活用できるよう、子育て情報誌、食育情報

雑誌に暮らしに役立つ食の安全・安心に関するミニ情報等を掲載しました（27回）。 

○ 食品関連事業者団体が開催したイベント等に参加し、啓発グッズやチラシ等の配布お

よびパネル展示を行いました（49回）。 

○ 豚コレラに関する正しい知識の普及のため、県ホームページに関連情報を掲載すると

ともに、県内精肉店等に対して啓発ポスターおよび啓発グッズを配布しました。 

〇 三重県総合文化センター内にある「ステップアップカフェ Cotti菜（こっちな）」お

よび県立図書館において、食の安全・安心に関するパネル展示を行い、広く県民に周知

を図りました。 

○ 食中毒の防止を図るため、啓発ポスターを作成し、県内小学校、中学校、高等学校等

および「健康づくり応援の店」などに配布しました。 

〇 「食の安全・安心研修会」を開催し、食品添加物に関する最新の情報や県の取組など、

消費者に対し情報提供しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検査・監視指導に関する情報】 

○ 県の食の安全を確保するための取組を知ってもらうため、毎年策定している「三重県

食品監視指導計画」および「三重県農畜水産物安全確保監視指導計画」をホームページ

で公表しました。また、それらの計画に基づき実施した食品等の検査、監視指導につい

て、半期ごとに結果をまとめホームページにて公表しました。 

（児童への出張講座） 

（小・中・高に配布したポスター） 

（ＨＰ「食の安全・安心ひろば」) 

➣県民への情報提供に関する取組 
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【健康被害防止に関する情報】 

○ 県民が、食品による健康被害を防止できるよう、腸管出血性大腸菌、ノロウイルスお

よびカンピロバクター等による食中毒の発生防止に関する情報や食品の自主回収情報等

の提供が必要です。 

 

【食品表示に関する情報】 

○ 県民が、正しく食品を選択できるよう、食品表示に関連する法令（「食品表示法」や

景品表示法等）やその情報について、引き続き情報提供していく必要があります。 

 

【食の安全・安心に関する情報】 

○  県民が正しい情報を幅広く収集し、それに基づいて食に関する判断、選択を行うこと

ができるよう、ニーズを把握し、効果的な方法で情報や学習機会を提供することが必要

です。 

○ ホームページ「食の安全・安心ひろば」等、食の安全・安心確保にかかる取組を県民

に認知してもらうよう、情報提供していくことが必要です。 

○ 健全な食生活や、食の選択に必要な知識習得への関心が薄いと言われる若い世代は、

今後、自分自身だけでなく家族等他の人のために食品を選択し、提供する立場になっ

ていきます。若い世代の食の安全・安心に関する意識向上のため、情報提供を行うこ

とが必要です。 

○ 県民が、豚コレラ等に関する正しい知識を持ち、適切に食品を選択できるよう正確な

情報を伝えていく必要があります。 

 

【検査・監視指導に関する情報】 

○ 県民の食の安全・安心に関する意識が高い中、県が実施した食品等の検査や監視指導

の結果を速やかに公表し、県民に食の安全・安心の確保が進められていることを伝え

ることが必要です。 

 

 

【健康被害防止に関する情報】 

○ ホームページやパンフレット等を活用し、腸管出血性大腸菌、ノロウイルスおよびカ

ンピロバクター等による食中毒や、食品に起因する健康被害の防止方法等について広く

情報を提供します。 

○ ホームページで、食中毒警報や食品の自主回収情報を提供するとともに、食中毒発生

の情報等を公表します。 

  

課 題 

 

今後の対応 
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【食品表示に関する情報】  

○ 「食品表示法」、景品表示法およびその他の関係情報について、引き続きホームページ

やパンフレット等で県民に情報提供します。 

 

【食の安全・安心に関する情報】 

○ 県民のニーズに応じた情報を提供するため、引き続き意識調査等を実施するとともに、

ホームページ「食の安全・安心ひろば」などにより、食の安全・安心にかかる取組およ

び関連情報をわかりやすく発信します。 

○ 食に関する会議や食品関連事業者団体等が開催する行事等、多くの場で食の安全・安

心確保に向けた取組や関連情報が認知されるよう、関係部署と連携し情報提供の場を広

げます。 

○ 出前トークおよび「食の安全・安心」出張講座の実施により、食の安全・安心確保に

関する学習機会を提供します。 

○ 若い世代に食の安全・安心に関する意識を高めてもらうため、高等教育機関と連携

し、効果的な情報提供を行います。 

○ 県民が豚コレラ等を含む食の安全・安心に関する知識・理解を深め、適切に食品を選

択できるよう、県民の立場に立った情報や学習機会を関係団体と連携し、提供していき

ます。 

 

【検査・監視指導に関する情報】 

○ 県が実施した食品等に関する検査および監視指導結果について、ホームページ「食の

安全・安心ひろば」において速やかに情報提供します。 
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  あらゆる世代において、食の安全・安心について考える力や選択する力を養うため、

食育※を通して学校や家庭・地域で食の安全・安心の確保に関する知識と理解を深める

ための教育を推進します。 

 

 

【各ライフステージにおける食育】 

○ 「赤ちゃんからお年寄りまで みえの地物でみんなで

食育！」をキャッチフレーズに掲げ、「第３次三重県食

育推進計画※」に基づき、食に関わる多様な関係者との

連携・協力を図り、県民が食の安全に関する知識を習得

し、理解が促進されるよう推進しました。また、自らの

食を自らの判断で正しく安心して選択できるよう、情報

発信や学習機会の提供を進めるとともに、地産地消運動

と連動した効果的な食育の推進に取り組みました。 

 

 

 

（参考）第３次三重県食育推進計画における目標値等 

県の「食の安全・安心」

の取り組みの認知度 

計画時 

（平成 27年度） 

現状値 

（平成 30年度） 

目標値 

（令和２年度） 

47.7％ 48.6％ 55.0％ 

 

○ 適切な食習慣の定着を図る取組については、イベント等の機会を利用して、様々な  

主体と連携し、野菜摂取促進やバランスのよい食事、栄養成分表示等の活用を推進しま

した（77回、参加者約 23,500人）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策② 食の安全・安心に関する教育の推進 

公益社団法人三重県栄養
士会と連携した健康食品
相談会 

６月 県庁舎における 
食育月間啓発 

（スーパーでの食育フェス） 

（啓発冊子「食育の手帖」）  

施策の実施状況 

施策の取組方向 
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また、優秀作品を県庁食堂や三重県総合文化センター内にある「ステップアップカフ

ェ Cotti菜（こっちな）」において期間限定で提供しました。 

 

 

 

 

 

 

【地域食材の導入推進】 

○ 学校給食が食に関する指導のための「生きた教材」として、なお一層活用されるよう、

学校給食への地域食材の導入を推進するため、栄養教諭等や学校給食会、食品関連事業

者等による「地場産品導入促進検討会」を設置し、給食用食材に求められる食の安全・

安心並びに地域食材の利用推進に向けた検討を行いました。また、同検討会資料作成専

門部会で、なばな、トマトおよび温州みかんの生産地や栽培方法などを解説した教材資

料を作成しました。 

○ 学校給食への地域食材の導入を推進するため、「みえ地物一番給食の日※」の取組の充

実を呼びかけるとともに、市町等担当者会議および市町訪問時等の機会を利用して意見

交換を行うなど、生産の場が近く安心な地域食材の導入拡大の働きかけを行いました。 

 

課題    

【各ライフステージにおける食育】 

〇 食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することによ

り、県民の心身の健康の増進と豊かな人間形成を推進するため、「第３次三重県食育推

進計画」に基づき、「みえの食育」に取り組む必要があります。 

○ 食塩の摂取量については減少傾向ですが、目標（「三重の健康づくり基本計画」に定め

た成人 1 日あたりの平均食塩摂取量 8.0g）には達していません。野菜の摂取量も目標   

（「三重の健康づくり基本計画」に定めた成人 1 日あたりの平均野菜摂取量 350g）には

約 100ｇ不足しています（平成 28年度県民健康・栄養調査より）。特に女性は若い世代で

摂取量が少ない傾向です。減塩や野菜摂取については、生活習慣病やがん予防のために

重要であり、バランスのとれた食事の普及、啓発が必要です。 

 

【児童・生徒に対する食育】 

○ 家庭におけるライフスタイルの多様化等に伴い、偏った栄養摂取、不規則な食事、と

りわけ朝食の欠食等、児童・生徒の食生活にさまざまな課題が見られるため、食生活の

改善や食の安全・安心に関する知識等、幅広い視点による食育を学校や地域で進めて行

くことが必要です。 

 

（県庁食堂での提供の様子） Cotti菜（三重県総合文化セ

ンター）での提供の様子 
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【地域食材の導入推進】 

○ 学校給食に地域食材を使用することは、子供たちに地域の自然や文化、産業等に関す

る理解を深めるなど、食育を進めるうえで大きな教育的意義があります。このため、学

校給食が食に関する指導の「生きた教材」として、なお一層活用されるようにするため、

学校給食への地域食材の活用を推進することが必要です。 

 

 

【各ライフステージにおける食育】 

○ 各ライフステージにおいて県民が自ら健康的な食生活を実践できるよう、「第３次三

重県食育推進計画」に基づいて、「みえの食育」に取り組むとともに様々な主体と連携

して、減塩や野菜摂取をはじめ、食事バランスについての普及、啓発に取り組みます。 

 

【児童・生徒に対する食育】 

○ 学校における食育の一層の充実に向けて、学校の関係者対象の講習会を開催するとと

もに、市町や関係機関と連携し、食育担当者や栄養教諭等を中心とした指導体制の整備

を図ります。 

○ 家庭や地域の場における食育の一助となるよう、「みえ地物一番給食の日」に取り組

んだ給食献立をホームページで紹介し、保護者や地域への啓発を進めます。 

○ 子どもたち自身が自らの食生活に関心を持ち、望ましい食習慣を形成するため、地場

産物を使った「みえの地物が一番！朝食メニューコンクール」を引き続き実施し、優秀

作品を表彰するとともに、結果をホームページで紹介するなど、保護者や地域への啓発

を行います。 

 

【地域食材の導入推進】 

○ 学校給食が食に関する指導の「生きた教材」として一層活用されるよう、引き続き、

「みえ地物一番給食の日」の実施等による地域食材の導入の推進や市町教育委員会担当

者会議等の様々な機会を通じて、活用率の高い給食献立の紹介等を行います。また、学

校における食に関する指導を充実させるため、地域の農林水産業への関心や理解を深め

るための教材資料の作成に取り組みます。 

  

今後の対応 
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県民からの食の安全･安心や食品表示に関する相談等に迅速に対応します。 

 

 

〇 県民や食品関連事業者からの、食に関する関心や疑問などに適切に対応するため、一

般的な食品に関する質問、不良食品に関すること、表示に関すること、食品が原因であ

ることを疑う健康被害等の申出等に対し、適宜助言、調査や指導を行うなど対応しまし

た（相談件数：食品安全課 91回、健康づくり課 32回、保健所 1,086回、農林水産（農

政、農林）事務所 20回）。 

○  消費生活相談に寄せられた食品表示に関する相談に助言等（25回）を行いました。ま

た、県民からの食品表示に関する情報提供等に対しては、関係機関と連携して対応しま

した。 

 

 

○  引き続き、県民や食品関連事業者からの食品衛生や食品表示、消費生活に関すること

等の相談および情報提供ならびに県民からの食の安全・安心確保に関する施策の提案に、

関係機関と連携を取りながら、迅速かつ適切に対応することが必要です。 

 

 

○ 引き続き、食品衛生や食品表示、消費生活に関すること等の相談窓口および県民から

の食の安全・安心確保に関する施策の提案窓口等を設置し、関係機関と連携を取りなが

ら、迅速かつ適切に対応します。 

 

  

施策③ 相談対応の充実 

施策の実施状況 

施策の取組方向 

課 題 

 

今後の対応 
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（１）基本的方向４の取組方向  

県民、食品関連事業者、ＮＰＯ、地域の団体、学校などの多様な主体が相互理解を深め、

連携および協働して食の安全・安心確保に取り組む県民運動を進めます。 

 

（２）平成 30年度の取組状況 

 

 

 

 

食の安全・安心の確保のため、高い専門性と実践的な知識や高い倫理観を有した人材を

養成します。 

 

 

【食品等事業者】 

○ 食品等事業者や消費者、と畜場従事者等に対して、食品衛生や食品表示についての講

習会（409 回、13,348名）を実施しました。また、監視指導時に個別対応を行い、事業

者の食品の衛生管理や食品表示に関する知識の向上を図りました。 

○ 食品等事業者団体と連携し、食品衛生責任者の新規養成（22回、1,173名）や食品衛

生指導員の知識向上のための講習会（16回、704名）を開催しました。 

 

【学校給食関係者】 

○ 学校給食実施校管理職、市町教育委員会給食担当者、学校給食衛生管理者である栄養

教諭等および県立学校の給食従事者等を対象とした衛生管理講習会（年３回、634 名  

参加）を開催し、食中毒や異物混入、アレルギーを原因とした事故の発生防止などを  

含めた学校給食における衛生管理の徹底を図りました。 

 

【ＧＡＰ指導員等】 

○ 国際水準ＧＡＰの認証取得をめざす生産者の掘り起こしや取得に向けた指導・支援が

できる指導者を育成するため、普及指導員やＪＡ営農指導員等を対象にしたＧＡＰ指導

員基礎研修等（４回）を開催し、「ＧＡＰ指導員※」を 103名、「ＧＡＰリーダー指導員
※」を 51名確保しました。 

【実施すべき施策】   ①人材の育成 

②相互理解の増進 

③関係者との連携及び協働 

④県民運動の展開 

 

基本的方向４ 多様な主体の相互理解、連携及び協働による県民運動の 

展開 

施策① 人材の育成 

施策の実施状況 

施策の取組方向 
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○ 畜産関連団体が開催する農場ＨＡＣＣＰの指導員養成研修会への県職員の派遣やＪＧ

ＡＰ家畜・畜産物の指導員養成研修会の開催により、農場ＨＡＣＣＰの指導員（３名）

とＪＧＡＰ家畜・畜産物の指導員（29名）を育成しました。また、畜産関連団体が開催

するＪＧＡＰ家畜・畜産物の内部監査員養成研修会へ指導員を派遣し、リーダー指導員

（５名）を育成しました。 

 

【農薬取扱関係者】 

○ 農薬に関する関係法令や農薬の販売、使用などについて正しい知識を持つ三重県農薬

管理指導士※を育成するため、新規対象者の研修と認定試験を行い、40名を新規認定し

ました（平成 30年度末の認定者 1,145名）。 

 

【魚食普及推進のための人材育成】 

○ 魚の調理技術、販売方法、情報発信に精通した専

門家を招いた講座や、スーパーマーケット等での調

理実演、県内漁業生産現場の見学等からなる「三重

県魚食リーダー※養成講座総合コース」を実施し、

全課程を修了した 29 名を三重県魚食リーダーに認

定しました。魚食リーダーは累計で 80 名になりま

した。 

〇 スーパーマーケットと連携し、店舗等において、

魚食リーダーによる買い物客を対象とした簡単な

魚調理方法の実演(32回)を実施しました。その際、 

試食の提供（約 2,000 名）や、魚をおいしく食べるための方法等が記載されたレシピの

配布（約 2,000部）を行いました。 

〇 南伊勢おさかなフェスタ等のイベントでの調理実演や、地域のボランティア等による

料理教室等を実施し、魚食の普及を図りました。 

 

 

【食品等事業者】 

○ 食品等事業者には、食品衛生等に対する高い専門性と最新の情報に基づく的確な対応

が求められていることから、必要な知識等を習得できるよう、講習会等の開催により、

食の安全・安心確保の取組を実践できる人材を育成する必要があります。 

 

【学校給食関係者】 

○ 安全で安心な学校給食を提供するため、学校給食関係者に対し、引き続き衛生管理や

適切なアレルギー対応等の周知徹底および資質向上の取組が必要です。 

 

 

 

（魚食リーダーの料理教室）  

課 題 
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【ＧＡＰ指導員等】 

○ 生産者に対する国際水準ＧＡＰおよび農場ＨＡＣＣＰの認証取得を推進・支援するた

め、「ＧＡＰ指導員」および「ＧＡＰリーダー指導員」等のさらなる育成が必要です。 

 

【農薬取扱関係者】 

○ 農薬の販売者や使用者に対して農薬の適正な販売や使用を推進するために、正しい知

識や情報を提供するとともに、農薬について一定以上の知識を持つ指導者の育成が必要

です。 

 

 

【食品等事業者】 

○ 食品の衛生的な取り扱いや専門的な知識を習得することができるよう、食品等事業者

に対して講習会を開催します。 

○ 食品等事業者団体と連携し、食品衛生責任者の養成や食品衛生指導員の知識向上のた

めの講習会を開催します。 

 

【学校給食関係者】 

○ 学校給食関係者に対し、対象者別に「学校給食の安全と充実に向けた講習会」を開催

し、衛生管理、異物混入防止およびアレルギー対応等について周知徹底するとともに、

資質向上を図ります。 

○ 適切なアレルギー対応や緊急時対応の体制整備を推進します。 

○ 学校の管理下における食物アレルギーのヒヤリハット事例やアレルギー発症事例等に

ついて集約するとともに、各学校に事例と改善策等をフィードバックし、アレルギー事

故防止の徹底に努めます。 

 

【ＧＡＰ指導員等】 

〇 ＪＡグループと連携して、引き続き普及指導員やＪＡ営農指導員等を対象にしたＧＡ

Ｐ指導員基礎研修等を開催します。 

○ 畜産については、引き続き、指導員養成研修会等への派遣等により農場ＨＡＣＣＰや

ＪＧＡＰ家畜・畜産物の認証取得を指導する人材を育成します。 

 

【農薬取扱関係者】 

○ 農薬の販売者や使用者に対し、農薬に関する関係法令や販売、使用等に関する知識を

習得するための研修会の開催や、ホームページ等での啓発を行うとともに、三重県農薬

管理指導士の育成確保を図ります。 

  

今後の対応 
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○ 県民と食品関連事業者等が、食品衛生や食品表示等に関する正しい知識を共有し、  

相互理解を深められるよう、消費者懇談会、意見交換会、講習会および交流会などの機

会において、意見交換等を実施します。 

○ 出前トークおよび「食の安全・安心」出張講座や、アンケート調査の機会を活用し、

県民意識の把握と県の取組への理解の醸成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の対応 
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県民、食品関連事業者、これらの者により構成される団体と連携および協働して、施策

を推進します。 

 

 

○ 食品等事業者団体が養成した食品衛生指導員と連携し、食品等事業者に対して、衛生

管理等の指導および食品衛生の普及等を実施しました。また、食品表示講習会を開催し

（８回）、関係団体会員への啓発を図るとともに、会員活動を通じた食品等事業者への

周知を図りました。 

○ 消費者が正しく食を選択する力を身につけられることを目的に、食品等事業者団体に

委託し、健康食品の表示の見方相談会を実施しました（５回、741人参加）。 

○ 食品等事業者団体に景品表示法のパンフレットを提供し、連携して団体会員への啓発

を行いました。 

○ 食の安全・安心に関する情報をより多くの消費者に知ってもらうよう、食品関連事業

者および関係団体の協力のもと、「食の安全・安心ミニ情報」を自社および団体が発行

する広報誌やチラシ等に掲載し、情報提供を行いました（16 協力店および協力団体）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 食品等事業者の「食品衛生法」、「食品表示法」および景品表示法等関係法令遵守の

ためには、食品等事業者団体と連携して、食品等事業者に対し啓発等を行っていくこと

が必要です。 

○ 「食品表示法」が施行され、栄養成分表示の義務化とともに、新たな機能性表示食品

制度が創設されて健康食品の選択肢が増えました。健康づくりのための食品表示につい

て、消費者が正しく理解し活用できるよう、食品等事業者団体と協力し啓発等を行うこ

とが必要です。 

○ 食の安全・安心確保の取組を推進するためには、多様な主体との連携を拡大し、協働

して施策を推進することが必要です。 

 

施策③ 関係者との連携及び協働 

（「食の安全・安心ミニ情報」掲載例） 

施策の実施状況 

施策の取組方向 

課 題 
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○ 食品等事業者団体と連携し、「食品衛生法」、「食品表示法」および景品表示法等に

ついて、関係団体会員に啓発し、会員活動を通じて他の食品等事業者への周知を図るこ

とで、法令遵守に向けた取組を支援します。 

○  健康づくりのため、消費者が正しい食品の選択を行えるよう、食品等事業者団体と協

力して健康食品に記載されている表示に関する相談会を開催します。 

○ 食品関連事業者等や教育機関など、さまざまな主体と連携し、食の安全・安心に関す

る情報提供、啓発活動等を推進していきます。 

 

  

今後の対応 
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  多様な主体が食の安全･安心に対する価値観を共有し、食育を通して食の安全･安心 

確保に取り組む県民運動がさらに発展するよう、積極的に行動していきます。 

 

 

○ 食の安全・安心確保に対する県民の意欲向上の

一助となるよう、「食の安全・安心の取組紹介」

に登録申請のあった、消費者の団体・グループや

食品関連事業者（46件）の取組内容を県のホーム

ページ「食の安全・安心ひろば」において公開し

ました。 

○ 食品関連事業者団体が開催するイベント等に

参加し（49 回）、食の安全・安心に係るパネル

展示や啓発グッズを配布しました。 

 

 

○ 食の安全・安心の確保に関する意識の向上のためには、消費者の団体・グループや  

食品関連事業者の主体的な取組を県民に広く周知する等、活動支援を行うことが必要 

です。 

○ 食の安全・安心に関する県民の関心は高いため、その関心が実際の食の安全・安心  

確保の取組として地域等に浸透するよう、各種団体、学校、市町など多様な主体と連携

して、取り組んでいくことが必要です。 

 

 

〇 県民による食の安全・安心確保の取組が広がり、水準が高まるよう、食の安全・安心

に関する情報提供、啓発活動および学習支援の取組を進めます。 

〇 食の安全・安心に関する自主的な活動を行っている団体等に対し、関連情報や啓発資

料等の提供、活動内容の紹介を行うことにより活動の拡大を図ります。 

〇 食の安全・安心確保の取組が地域に深く浸透するよう、「第３次三重県食育推進計画」

等との整合性を図りつつ、各種団体、学校、市町等と連携を図り、施策を推進します。 

 

  

施策④ 県民運動の展開 

(「消費者月間」でのパネル展示）  

施策の実施状況 

課 題 

 

施策の取組方向 

今後の対応 
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【資料編】用語解説 

（あ行） 

 

「アジアＧＡＰ」 

農業生産工程管理（ＧＡＰ）の認証の一つで、一般財団法人日本ＧＡＰ協会が策定した

日本発の国際規格のＧＡＰ認証です。青果物、穀物および茶について認証のための基準が

設定されています。平成 31年３月末現在で、1,872件が認証されています。 

 

「ＩＳＯ22000」 

衛生面を含め、消費者へ安全な食品を提供することを目的とした食品安全マネジメント

システムに関する国際規格です。ＨＡＣＣＰの内容をすべて含み、さらに品質・環境管理

の要素が含まれています。 

 

 

（か行） 

「科学的知見」 

実証的なデータ、学会等で認められた学説、学術的論文などをいいます。 

 

「ＧＡＰ（Good Agricultural Practice）」（農業生産工程管理） 

農薬の使い方、土や水などの生産を取り巻く環境、それに農場で働く人の状況など、あ

らゆる工程を記録・点検・改善して、安全な農産物の生産につなげる取組のことです。 

 

「ＧＡＰ指導員」 

ＪＧＡＰ指導員の資格を有すること、またはＪＧＡＰ指導員と同等の知識が得られる研

修を受講することなどにより、国際水準ＧＡＰの導入意義や効果、導入手法に関する知識

を有する者です。ＧＡＰ指導員は、地域の農業経営体や産地部会に対し、ＧＡＰの啓発や

国際水準ＧＡＰを導入するためのアドバイスを行います。 

 

「ＧＡＰリーダー指導員」 

ＧＡＰ指導員の知識に加え、ＪＧＡＰ内部監査員の資格を有する、または県が定めた研

修の受講および認証取得の支援経験を有する者です。ＧＡＰリーダー指導員は、販路拡大

や輸出をめざす農業経営体や産地部会に対するＧＡＰの取組のレベルアップ、国際水準Ｇ

ＡＰの認証の取得に向けた指導を行います。 
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「危機管理統括監」 

知事の命を受けて危機管理に関して全庁を統括する役職で、危機が生じた場合、または

おそれがある場合における緊急的対応に関する事務について、部長その他の職員を指揮監

督します。 

 

「グローバルＧＡＰ」 

 ドイツの非営利組織（FoodPlus）が運営している国際水準の農業生産工程管理（ＧＡ

Ｐ）手法で、農産物、畜産物および水産養殖で認証が行われており、農産物には青果物、

花き、穀物および茶等が含まれます。平成31年３月末現在で、世界120か国以上に普及

し、認証件数は世界で20万件を超えており、国内では702件が認証されています。 

 

「景品表示法」 

「不当景品類及び不当表示防止法」（昭和 37年５月 15日法律第 134号）の略称。商品や

サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大

な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限することなどにより、消費者がより

良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ることを目的としています。 

 

「健康増進法」 

 「健康増進法」(平成 14 年８月２日法律第 103 号）は、国民の健康増進の総合的な推進

に関する基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養改善その他の国民の健康増進を図る

ための措置を講じ、国民保健の向上を図ることを目的としています。 

 食品関係としては、乳児用、幼児用など特別の用途に適する旨を表示する特別用途表示、

健康保持増進の効果などについての虚偽又は誇大な広告等の禁止などについて規定されて

います。 

 平成 27年４月の「食品表示法」の施行に伴い、食品の栄養表示や熱量に関する表示に関

する基準は「食品表示法」に移管されました。 

 

「口蹄疫」 

牛、豚、山羊および羊等の偶蹄類家畜が感染するウイルス性の病気です。国境を越えて

まん延し、発生国の経済、貿易および食料の安定供給に影響を及ぼし、防疫には多国間の

協力が必要となる「越境性動物疾病」とされています。 

 

「高病原性鳥インフルエンザ」 

 鳥インフルエンザのなかでも、鶏が感染した場合に、高率で死亡するようなものを高病

原性鳥インフルエンザといいます。その原因となるウイルスは高病原性鳥インフルエンザ

ウイルスといいます。高病原性鳥インフルエンザウイルスとしては、Ａ／Ｈ５亜型のもの

とＡ／Ｈ７亜型のものが知られています。 
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「米トレーサビリティ法」 

  「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」（平成 21 年４月

24日法律第 26号）の略称。米穀取扱事業者が米や一部の米加工品の取引等を行った場合、

記録の作成と保存を義務付けている法律です。この他、生産者から消費者まで、米の産地

情報を伝達することも義務付けています。 

 

「コールドチェーン」 

 野菜や魚、食肉などの生鮮食料品などを冷蔵・冷凍など低温にして、出荷者から小売店

などに輸送されるシステムのことで、低温流通体系ともいいます。鮮度や衛生面、栄養面

など品質を保持するために必要なシステムです。 

 

「コンプライアンス」 

 法律や社会的な通念を守ること。「法令遵守」と訳されます。 

 

 

（さ行） 

「ＧＬＰ（Good Laboratory Practice）」 

試験検査の精度確保確認のための標準作業手順法です。 

 

「ＪＧＡＰ」 

 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の認証の一つで、一般財団法人日本ＧＡＰ協会が策定した

ものです。青果物、穀物、茶および家畜・畜産物について認証のための基準が設定されて

います。平成 31年３月末現在で 2,863件が認証されています。 

 

「飼養衛生管理基準」 

家畜（牛、豚、鶏、馬等）の伝染性疾病の発生の予防やまん延を防止するため、病原体

の侵入防止や家畜の異常発見時の対処等について、家畜の所有者に遵守が義務づけられて

いる衛生管理の基準です。「家畜伝染病予防法」に基づき、国が定めています。 

 

「食育」 

さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食

生活を実践することができる人間を育てることです。 
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「食品衛生７Ｓ」 

「整理・整頓・清掃・洗浄・殺菌・しつけ・清潔」を指します。 

工場などで、衛生環境を保つために取り入れられるようになった「５Ｓ（整理・整頓・

清掃・清潔・しつけ」をさらに発展させたものです。食品工場では、食中毒予防の観点か

ら、微生物レベルの清潔さが必要であり、５Ｓに「洗浄」と「殺菌」の２つを追加して「食

品衛生７Ｓ」とされています。食の安全を守るための必須条件といわれています。 

 

「食品衛生指導員」 

 県内には一般社団法人三重県食品衛生協会から委嘱された食品衛生指導員が約 1,600 人

おり、食品衛生思想の普及、啓発や食品等事業者に対する巡回指導・相談をはじめ、広く

食中毒防止の啓発等に努めるとともに、行政と連携、協力した業務などを行っています。 

 

「食品衛生責任者」 

「食品衛生法」に定められた飲食店や食品製造業等の営業者は、食品の安全確保のため

施設またはその部門ごとに、食品衛生責任者を定めて置かなければなりません。食品衛生

責任者は、食品取扱施設の衛生確保、衛生的な食品の取扱いおよび従業員の衛生教育の実

施等を行います。 

 

「食品衛生法」 

「食品衛生法」（昭和 22 年 12 月 24 日法律第 233 号）は、食品の安全性確保と飲食での

衛生上の危害発生を防止することにより国民の健康を保護することを目的としています。 

食品および添加物、器具および容器包装、表示および広告、監視指導、検査、営業等に

ついて定められています。また、有害食品等の販売禁止や食中毒の防止についても定めら

れています。 

 

「食品関連事業者等」 

 「三重県食の安全・安心の確保に関する条例」第２条第１項第４号で定義している「食

品関連事業者」（食品等又は肥料、農薬、飼料、飼料添加物、動物用の医薬品その他食品の

安全性に影響を及ぼすおそれがある農林漁業の生産資材の生産、輸入、加工、調理又は販

売その他の事業活動を行う事業者）とその事業者により構成される団体です。 

 

「食品等事業者」 

食品関連事業者のうち、「三重県食の安全・安心の確保に関する条例」第２条第 1項第３

号で定義している「食品等」（食品並びに添加物（「食品衛生法」第４条第２項に規定する

添加物をいう。）、器具（同条第４項に規定する器具をいう。）、容器包装（同条第５項に規

定する容器包装をいう。）および食品の原料又は材料として使用される農林水産物をいう。）

を生産、輸入、加工、調理又は販売その他の事業活動を行う事業者です。 
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「食品の衛生管理指標」 

「食品衛生法」に基づく「食品、添加物等の規格基準」で定められた成分規格基準以外

に、食品等事業者に対する衛生指導および助言、ならびに食品等事業者の自主衛生管理推

進のために定めた指標のことです。この指標に基づき、県内で製造、加工、流通する食品

の衛生向上を図り、食の安全・安心を確保することとしています。 

 

「食品表示法」 

平成 27 年４月施行の「食品表示法」（平成 25 年６月 28 日法律第 70 号）は、「食品衛生

法」、ＪＡＳ法および「健康増進法」の各法律の食品の表示に関する規定を統合した法律で、

食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度となります。 

 

「食糧法」 

 「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」（平成６年 12月 14日法律第 113号）の

略称。用途が限定された米穀（新規需要米・加工用米等）については、定められた用途以

外に使用・販売してはならないことや、米穀の用途別の管理等に関し、米穀出荷販売事業

者が守るべきルールが定められています。 

 

「水産エコラベル」 

水産エコラベルは、国際的な資源管理に対する関心の高まりにより、1997年にＭＳＣ（海

洋管理協議会）がイギリスで世界に先駆けて行なった、資源の持続的利用や環境配慮を証

明する仕組みです。認証の種類には、①漁業認証、②養殖認証、③流通加工段階認証の３

つがあります。 

 

「生産資材」 

農薬や動物用医薬品、飼料、肥料等の農業資材や、水産用医薬品、養殖水産動物用飼料

等の養殖用資材のことをいいます。 

 

「生産履歴の記帳」 

生産現場において、栽培方法、資材の使用履歴など日々の工程を記録することをいいま

す。 

 

「施肥基準」 

県（農業研究所、農業改良普及センター等）が土壌肥料学的見地から主要作物ごとの適

正施肥量等を示したものです。おおむね５年ごとに改定され、農業協同組合等が作成する

「栽培暦」の指導基準になっています。 

 

 

 

 



 

 

「総合衛生管理製造過程承認施設」 

 ＨＡＣＣＰ方式による衛生管理を法的に位置づけられた、乳製品、食肉製品等政令で定

める食品を製造、加工する施設ごとに、任意の申請に対して厚生労働省が審査を行い承認

する制度を「総合衛生管理製造過程承認制度」といい、これにより承認を受けた施設のこ

とです。 

 

「総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）」 

化学農薬だけに依存せず発生予察情報に基づき、耕種的防除、生物的防除、物理的防除

を総合的に組み合わせた病害虫・雑草管理手法で、利用可能なすべての防除技術について

経済性を考慮し、病害虫・雑草の発生増加を抑えるための適切な手段を講じるもので、こ

れを通じ、人の健康に対するリスクと環境への負荷を軽減、あるいは最小の水準にとどめ

るものです。一般的には Integrated Pest Management、略してＩＰＭ（アイピーエム）と

呼ばれています。 

 

 

（た行） 

「適正施肥の手引き」 

 生産者の土づくりや施肥体系の転換、土壌診断等を活用した施肥低減などの取組を重点

的に支援するため、たい肥等を利用した土づくりや適正施肥の基礎資料として作成したも

のです。 

 

「ＤＮＡ検査」 

ＤＮＡは「デオキシリボ核酸」の略称で、遺伝子の本体として生物内に存在する物質で

す。ＤＮＡ検査はＤＮＡを分析することにより種や品種の特定を行う検査です。 

 

「登録検査機関」 

「農産物検査法」に基づく農産物検査を実施する機関として、農林水産大臣または知事

の登録を受けた検査機関をいいます。そのうち、農産物検査を行う区域が一つの都道府県

単位である検査機関を地域登録検査機関といいます。 

 

「特定事業者」 

 「三重県食の安全・安心の確保に関する条例」第２条第１項第６号で定義している次に

掲げる事業者および団体であって、県の区域内に事業所、事務所その他の事業にかかる施

設または場所を有するものをいいます。 

① 食品等を生産し、採取し、製造し、輸入しまたは加工することを営む者。 

② 食品等を販売することを営む者であって、食品等に自らの氏名、商標その他の自

己を表す文字または記号等を表示している販売者等。 

③ ②に掲げる者により構成される団体。 
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「特定施設」 

 「食品衛生法」に定められた総合管理製造過程の承認を受けた施設、又は総合衛生管理

製造過程に準じた施設であって大量かつ広域流通する食品を製造する大規模施設のことを

いいます。 

 

「豚コレラ」 

 豚およびいのししが感染するウイルス性の病気です。強い伝染性と致死率を特徴とし、

治療法はなく、畜産業界へ大きな影響を及ぼすため、家畜伝染病予防法に基づく家畜伝染

病に指定されています。 

 

 

（な行） 

「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」 

 農産物等の安全確保や品質向上、環境保全のために、生産者が自ら危害要因等の点検項

目を決定し、これに従い記録、点検および評価を行っていく持続的な改善活動が農業生産

工程管理（ＧＡＰ）です。他方で、国内には様々な農業生産工程管理（ＧＡＰ）が存在し、

生産者や実需者のニーズを踏まえた取組への対応も十分進んでいません。そのような実態

を踏まえ、食品安全に加え、環境保全や労働安全のように幅広い分野を対象とする高度な

取組内容を含む農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤として、農林水産省が策定したも

のです。 

 

「農産物検査法」 

 「農産物検査法」（昭和 26年４月 10日法律第 144号）は、農産物（米、麦、大豆等）の

公正かつ円滑な取引を助長することを目的として、登録検査機関が生産者からの請求によ

り、品種・量目・品位等を確認し、格付を行う農産物検査の手法等が定められています。 

 平成 28年度から、地域登録検査機関に対する事務手続や調査の権限が、国から都道府県

へ移譲されました。 

 

「農場ＨＡＣＣＰ」 

 農場ＨＡＣＣＰは、畜産農場における衛生管理を向上させるため、農場にＨＡＣＣＰの

考え方を採り入れ、危害要因（微生物、化学物質、異物など）を防止するための管理ポイ

ントを設定し、継続的に監視・記録を行うことにより、農場段階で危害要因をコントロー

ルする手法です。 

 

「農場ＨＡＣＣＰ認証」 

 平成 21 年８月に農林水産省が公表した、「畜産農場における飼養衛生管理向上の取組認

証基準（農場ＨＡＣＣＰ認証基準）」を満たすことを公益社団法人中央畜産会等が審査し、

認証します。 
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（は行） 

「ＨＡＣＣＰ（Hazard Analysis and Critical Control Point）」（危害分析重要管理点） 

  製造工程の各段階で発生する危害を分析し、どの段階でどのような対策を講じればより

安全な製品を得ることができるかという重要管理点を定め、これを連続的に監視すること

により製品の安全を確保する衛生管理手法です。「ハサップ」と呼ばれています。 

 

「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」 

消費者が安心して購入できるよう、環境に配慮した生産方法および食の安全・安心を確

保する生産管理の実施により栽培した農畜林産物および加工品について、その生産方法や

栽培履歴を第三者機関が確認し、要件を満たした生産物にみえの安心食材マークを表示す

る三重県独自の制度です。 

 

「病害虫発生予察情報」 

病害虫防除所が農産物に被害を与える病害や害虫などに関して発生状況の報告や注意喚

起のために発表する情報です。病害虫の発生の時期、程度等を予測して、被害の発生程度

の大きさにより予報、警報、注意報が発表されます。また、県内初の病害虫の発生が確認

された時などには、特殊報を発表しています。 

 

「病害虫防除の手引き」 

 農林水産省の登録農薬の中から、毒物劇物に指定されているような毒性の高いものを極

力排除し、県内各地域の資材展示ほでの評価、流通量等を総合的に判断し、県（病害虫防

除所、農業研究所、農業改良普及センター、県庁等）が作成したものです。農業協同組合

等が作成する「栽培暦」の指導基準になっています。 

 

 

（ま行） 

「三重ガイドラインＧＡＰ認証制度」 

国の「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」に則した県独自

の認証制度で、食品安全・環境保全・労働安全につながるＧＡＰの取組を普及するととも

に、東京 2020 大会への食材供給を目的に制定しました。制度の運用は、東京 2020 大会ま

で（認証は令和元年度末まで）の期間限定としており、基準設定農作物は、穀類、青果物

（きのこ）、茶および花植木の４種類としています。 

 

「三重県魚食リーダー」 

 イベントや魚料理教室など消費者と接するさまざまな機会を通じて、魚の美味しさや料

理方法、魚を食べることの重要性を伝えるなど主体的に魚食普及を実践する人材をいいま

す。 
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「三重県食育推進計画」 

「食育基本法」に基づき、県民の皆さんの心身の健康と豊かな人間形成を目的として、

食に関する知識と食を選択する力を習得し、望ましい食生活の実践にむけて、三重県の取

り組むべき方針を定めたものです。平成 28年７月に第３次の計画が策定され、計画期間は、

平成 28 年度から令和２年度までの５年間です。第３次計画においては、「赤ちゃんからお

年寄りまで みえの地物でみんなで食育！」というキャッチフレーズを掲げ、家庭、学校、

保育所および地域など、さまざまな場面において、食育に取り組むこととしています。 

 

「三重県食品の自主衛生管理認定制度」 

食品関連事業者がＨＡＣＣＰ手法に基づき自ら行う衛生管理について確認、評価および

認定を与えることにより、食品の製造等における自主衛生管理を促進し、消費者にとって

高品質で安全な食品を提供することを目的に設けた三重県独自の認定制度です。 

 

「三重県農薬管理指導士」 

 農薬販売者、ゴルフ場における農薬使用管理責任者および造園業者など農薬による防除

を行う方々を対象としています。対象者の農薬の販売・使用等に関する資質の向上を図る

ため、県が実施する農薬に関する専門的な研修を受講し、一定水準以上の知識を有すると

認定され、農薬の適正使用に関して、指導的役割を担っていただく方々です。 

 

「三重県版きのこ品質・衛生管理マニュアル」 

 県産きのこ類の生産現場において、「食の安全・安心の信頼の確保」および「自然資源

の有効利用、リサイクル資材の使用」などの人と自然に配慮した取組を行う際の参考にな

るように、「顧客満足の実現をめざすＩＳＯ9001品質マネジメントシステム」、および「健

康危害防止をめざすＨＡＣＣＰシステム」の考え方を一部取り入れた、三重県独自のきの

こ類の品質・衛生管理マニュアルです。 

 

「みえジビエ品質・衛生管理マニュアル」 

 食に供する猪肉や鹿肉の衛生管理や品質の確保については、「と畜場法」にある解体処理

等の基準がないこと、捕獲方法と品質の関係が整理されていないことから、関係法令の遵

守や捕獲から解体処理、流通にいたる具体的な方法を定めた三重県独自のマニュアルです。 

「みえジビエフードシステム衛生・品質管理マニュアル」の制定に伴い、平成 31年３月に

廃止となりました。 

 

「みえジビエ登録制度」 

 提供する猪肉や鹿肉が「みえジビエ品質・衛生管理マニュアル」に沿った野生獣肉であ

ることを明確にするため、野生獣肉を取り扱う解体処理施設・加工品製造施設・飲食店・

販売店を対象に登録基準に適合する事業者を登録する制度です。「みえジビエフードシス

テム登録制度」の施行に伴い、平成 31年３月 16日をもって廃止となりました。 
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「みえジビエフードシステム登録制度」 

 「みえジビエフードシステム衛生・品質管理マニュアル」に沿った野生獣肉であること

を明確にするため、野生獣肉を取り扱う解体処理施設・加工品製造施設・飲食店・販売店

を対象に登録基準に適合する施設および事業者に加え、捕獲者、解体処理者、みえジビエ

を普及推進する人材等を登録する制度です。平成 31年３月 16日に施行しました。 

 

「みえジビエフードシステム衛生・品質管理マニュアル」 

 食肉の猪肉や鹿肉の衛生管理や品質の確保については、「と畜場法」にある解体処理等

の基準がないこと、捕獲方法と品質の関係が整理されていないことから、食品安全マネジ

メントシステムに準じ、関係法令の遵守や捕獲から解体処理、流通にいたる具体的な方法

を定めたマニュアルです。平成 31年３月 16日に施行しました。 

 

「みえ地物一番給食の日」 

 三重県では、毎月第３日曜日の前後２週間の中で「みえ地物一番給食の日」を設定し、

各学校における地場産物を活用した学校給食や食育の取組を進めています。 

 取組の強化月間を６月（食育月間）と 11月の２回とし、「みえ地物一番給食の日」を意

識した取組の定着を図っています。 

 

「みえのカキ安心システム」 

 みえのカキを消費者がより安心して食べられるよう、①浄化時間の徹底②採取海域情報

に応じた取扱い③ＨＡＣＣＰ手法に基づく作業手順の徹底④作業従事者のカキ衛生講習会

の受講⑤自主管理・相互確認の徹底、の各項目について特に重点管理を行い、養殖・加工

を行うシステムです。 

 

「三重の米行動指針ライスプロミス６」 

 県内の米関連団体で構成する「みえの米ブランド化推進会議」が定めた行動指針で､消費

者との６つの約束として、安心して食べられる美味しい米づくり、自然にやさしい三重の

米づくり等を定めています。 

６つの約束とは、①安心して食べられるおいしい米づくりに取り組みます②自然にやさ

しい米づくりに取り組みます③多様なニーズに即応できる米づくりに取り組みます④米づ

くりへの熱い思いを伝えます⑤誇るべき美しい三重の田園風景を守ります⑥消費者ととも

に食育に取り組みます、というものです。 

 

「みえフードイノベーション」 

 三重県の「食の魅力」を生かすため、生産者・事業者・大学・行政などが連携し、県内の

農林水産物を活用した新たな商品やサービスを開発する取組です。 
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（や行） 

「有機ＪＡＳ制度」 

 ＪＡＳ法に基づき有機ＪＡＳ規格に適合した生産が行われていることを登録認証機関が

検査し、その結果認証された事業者に、有機ＪＡＳマークの使用を認める制度です。  

農産物および農産物加工食品は、有機ＪＡＳマークが付されたものでなければ「有機○

○」や「オーガニック△△」などの名称を表示することはできません。 

 

「養殖エコラベル（ＡＥＬ）」 

水産エコラベル認証のひとつで、一般社団法人「日本食育者協会」が、養殖水産物の安

全・安心の確保につなげ、持続可能な養殖業の発展に資するため、環境・生態系の保全や

対象水産物以外の水産物混入防止について適切に管理されている養殖業を認証する制度で

す。 

英語名称の Aquaculture Eco-Labelを略して、ＡＥＬと呼ばれます。 

 

「養殖生産工程管理手法」 

 養殖生産工程管理手法（Good Aquacultural Practice 手法（GAP 手法））とは、養殖水産

物の食品安全の確保等を目的に、養殖業者自らが管理のポイントを整理し、それを実践・

記録し、記録を点検・評価し、養殖生産の改善に活用するという一連の管理手法です。 

 

「用途限定米穀」 

通常の主食用米以外の用途（加工用米、新規需要米、備蓄米および飼料米など）に使用

することを限定して、生産され、若しくは出荷され、または出荷後に用途を限定するため

区分された米穀および政府または米穀安定供給確保支援機構が用途を限定する旨の条件を

つけて売り渡し、交付し、貸し付け、または交換した米穀のことです。 

 

 

（ら行） 

「リスクコミュニケーション」 

 ここでは、行政、食品関連事業者、研究者、県民等が食品のリスクや食の安全・安心に

関する情報および意見を交換し、相互の信頼を築き理解し合うために対話を進めていくこ

とをいいます。 
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